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ごあいさつ

　令和6年度より新体制となった経営管理部会において検討を重ね７年振りに「規程類モデル集」を今までと形式と名称を改訂して通算では第6版として発刊する運びとなりました。
「規程類モデル集」の発刊は、多様化する施設運営や雇用形態などに対応し、会員施設の規程類の整備にご活用、ご参考にしていただければと、神奈川県民間知的障害施設協同会が、平成５年（1993年）に「規程類モデル集」を発刊したことが始まりで、以後、制度改正などの課題に対応するため、平成14年（2002年）に「規程類モデル集」第２版を発刊、平成16年（2004年）には「パート職員モデル就業規則」と「パート職員の法律問題Q&A」を発刊、平成17年（2005年）には、規程類の全面見直しを行い、「規程類モデル集」の第３版を発刊し、平成25年（2013年）には、「運営規程モデル」「「パワーハラスメントの防止に関する規定」を新たに加え、「定款」、「経理規程」、「作業工賃規程」、「就業規則」、「パートタイマー就業規則」、「育児・介護休業規程」、「再雇用制度に関する規程」、「賞罰委員会に関する細則」を見直して「規程類モデル集2013年」第４版を発刊しました。
平成29年（2017年）には社会福祉法の改正という大改革があり、「定款」を始め、関係法令に基づく規程の見直しや新規規程の制定などが行われたこと、就業規則が度々改正されていたことや「特定個人情報保護規程」、「虐待防止規程」の制定などもあり、規程類を全面的に見直して「規程類モデル集2018」第5版を制度大改革の反映として発刊しました。
今回の「規程集モデル集」の改訂から規程の根拠となる法令やモデルとして相応しいと判断した公的機関などを明示して引用先を掲載する形式としました。
引用先には、掲載された規程以外にも参考になる規程例、通知なども明示されていますので、それらのご活用も可能となるのではと考えています。
また、今回の改訂に当たりご協力いただいた法人において、独自に制定している規程で、参考になればと紙面に掲載した規程類がありますので、これもまた、ご参考にしてください。
お示しした新たな「規程類モデル集」は「モデル規程関係リンク集」と生まれ変わり、個々の法人の規程集との整合性や法人組織に即した経営や運営についての参考資料として、ご活用、お役立ていただければと考えております。
　最後に、今回の「モデル規程関係リンク集」の作成にあたり、当会の経営管理部会の部会委員とご協力をいただいた施設関係者の皆様に心から感謝するとともに、今後も当会の活動にご理解、ご協力、ご指導を賜りますようお願い申し上げごあいさつといたします。

令和７年１１月２０日

神奈川県民間知的障害施設協同会
会　長　　目　黒　　裕
目　次

[bookmark: _Hlk211418130]厚生労働省　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………　１
　設立認可・法人運営関係　　社会福祉法人制度　　定款　　監事監査結果報告書
　モデル就業規則　　ハラスメント防止規程　　育児・介護休業等に関する規程
　ストレスチェック制度実施規程　　懲戒規程　　安全衛生管理規程
特定個人情報取扱規程　　在宅勤務規程(テレワーク規程)　　福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針　　感染症予防等に関する指針　　副業・兼業の促進に関するガイドライン　　身体拘束廃止・防止の手引き
東京都社会福祉協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………　２
定款施行細則　　定款施行細則別表　　役員等報酬規程　　評議員選任・解任委員会運営細則　　社会福祉法人の情報公開の項目等一覧　　個人情報保護規程
全国社会福祉協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………　２
　経理規程　　経理規程細則　　公益通報者保護規程
茨城県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………　２
　監事監査規程
宮城県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………　２
　預り金管理規程　　虐待防止対応規程
東京都社会福祉協議会・販売冊子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………　３
全国社会福祉協議会・販売冊子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………　９
三重県・伊勢市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………　９
　社会福祉法人に関する各種規程
社会福祉法人定款例・定款施行細則・役員報酬規程・監事監査規程・苦情対応規程
実習生等受入規程 ・ボランティア受入規程・印章管理規程・車両管理規程
文書保存規程・台帳・情報公開規程・嘱託医契約書・起案用紙・物品（備品）購入伺書物品（備品）処分伺書・修繕（工事）実施伺書・購入伺兼支出伺・経理規程・経理規程別紙・経理規程細則・経理規程補助簿・契約事務規程・競争入札要領・積立資産管理規程・就業規則・給与規程・旅費規程・職員研修実施規程
千葉県・市原市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………　10
　　定款例・定款細則例・就業規則・給与規程・育児・介護休業等に関する規則
苦情解決に関する規程・苦情解決の様式・宣誓書・委嘱状・就任承諾書
辞令・議事録・モデル経理規程・モデル経理規程（会計監査人設置社会福祉法人版）
モデル経理規程（小規模社会福祉法人向け）・モデル経理規程細則
モデル経理規程補助簿
こども家庭庁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………　10

障害児支援　安全計画
障害福祉情報サービスかながわ　２０１３年・２０１８年版「規程類モデル集」……　10
厚生労働省　
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　　https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13318.html
[bookmark: _Hlk211415542]　社会福祉法人制度
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-houjin-seido/index.html
　定款
　　https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000711566.docx
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https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F12000000%2F000711571.docx&wdOrigin=BROWSELINK
　モデル就業規則
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
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　育児・介護休業等に関する規程
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https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2019-0710-2_1-3.docx
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https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/anzen_kanri_s1kitei_.pdf
特定個人情報取扱規程
　https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/000797784.docx
在宅勤務規程(テレワーク規程)
　https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001422001.docx
福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針
　https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8363&dataType=1&pageNo=1
感染症予防等に関する指針
　https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000712949.docx
副業・兼業の促進に関するガイドライン
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
身体拘束廃止・防止の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001248430.pdf
[bookmark: _Hlk211415631]東京都社会福祉協議会
定款施行細則
　https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000711566.docx
定款施行細則別表
　https://www.tcsw.tvac.or.jp/keieiryoku/sien.html
役員等報酬規程
　https://www.tcsw.tvac.or.jp/keieiryoku/sien.html
評議員選任・解任委員会運営細則
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社会福祉法人の情報公開の項目等一覧
　https://www.tcsw.tvac.or.jp/keieiryoku/sien.html
個人情報保護規程
　https://www.tcsw.tvac.or.jp/keieiryoku/sien.html

全国社会福祉協議会
　経理規程
　　https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/34/162463.html
　経理規程細則
　　https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/34/162463.html
公益通報者保護規程
　https://www.keieikyo.gr.jp/mypage/data/kthogo_model.doc

茨城県
　監事監査規程
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/kansashitsu/kanjikansa/kanjikansatebiki.html

宮城県
　預り金管理規程
　　https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/deposit-policy.html
　虐待防止対応規程
　　https://www.pref.miyagi.jp/documents/7237/kiteirei.docx





[bookmark: _Hlk211415741]東京都社会福祉協議会・販売冊子　　https://toshakyobook.com/
社会福祉法人のための規程集　役員会等運営の実務編 （CD-ROM付）
◆概要◆
平成28年3月31日に「社会福祉法等の一部を改正する法律」が成立・公布 され、平成29年4月1日に全面施行されました。社会福祉法人は、改めてその社会的意義が問われるとともに、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化、地域における公益的な取組の実施の責務が規定されました。
こうしたなか、東京都社会福祉協議会経営相談室には、法人運営、なかでも、理事会・評議員会の運営や理事・評議員・監事の選任等について様々な相談が 寄せられました
本冊子では、社会福祉法人の役員会等の運営において実務担当者が迷いやすい点をわかりやすく整理し、実務の手順をフローチャートにまとめました。また、定款細則等の規程や様式例を掲載し、担当者が実務の手引きとして使用して頂けるよう作成しています。社会福祉法人の今後の活動の一助となれば幸いです。
作成にあたりましては、本会経営相談室の専門相談員をお願いしております小嶋正弁護士に監修をしていただきました。心よりお礼を申し上げます。

正誤表（2025年5月16日更新）
◆目次◆
Ⅰ 社会福祉法と社会福祉法人のガバナンス
　1. 社会福祉法の改正の概容 
　2. 社会福祉法人のガバナンス 
Ⅱ 法人運営の実務
　1.役員等選任の実務
　(1)評議員の選任
　(2)理事の選任
　(3)監事の選任
　(4)理事長・業務執行理事の選定
　　①役員一斉改選後の理事長選定
　　　パターン①-1　役員一斉改選後の理事長選定の新理事会を「招集手続きの省略」により開催する場合
　　　パターン①-2 　役員一斉改選後の理事長選定の新理事会を「決議の省略」により行う場合
　　②理事長の任期途中の辞任に伴う後任理事長選定 
　　　パターン②-1　理事長の任期途中の辞任に伴う後任理事長選定の理事会を「招集手続の省略」により開催する場合
　　　パターン②-2　理事長の任期途中の辞任に伴う後任理事長選定の理事会を「決議の省略」により行う場合
　(5)会計監査人の選任
　(6)役員等の報酬
　2.役員会等開催の実務
　(1)理事会の開催
　(2)理事会の招集手続の省略
　(3)理事会の決議の省略
　　①評議員の一部の交代につき、評議員選任・解任委員会に諮る評議員候補者の推薦を理事会の決議の省略により決める方法
　　②評議員会の開催に関する議案を理事会の決議の省略により決める方法
　(4)評議員会の開催
　(5)評議員会の招集手続の省略
　(6)評議員会の決議の省略
　(7)理事長の職務執行状況の報告及び理事会・評議員会の開催スケジュール例
　(8)社会福祉法人の情報公開・備置き・保存・届出について　

Ⅲ 規程・資料
　資料1(1)社会福祉法人定款細則東社協モデル(根拠法令・注記事項あり)
　資料1(2)社会福祉法人定款細則東社協モデル
　　　 （別表1の1）評議員会決議事項
　　　 （別表1の2）理事会決議事項　
　　　 （別表2）理事長の専決事項一覧
　　　 （別表3）評議員会議事録記載事項
　　　 （別表4）理事会議事録記載事項　
　資料2 評議員選任・解任委員会運営規則
　資料3 役員等の報酬等の規程
　資料4 無報酬の場合の役員等の報酬等の規程
　資料5 仕会福祉法人定款例・社会福祉法入制度改革の施行に向けた留意事項・社会福祉俵人制度改革の施行に向けた留意事項に関するFAQ・社会福祉制度改革の施行に伴う定款変更に係る事務の取扱いについて一覧

Ⅳ 様式例
　1. 役員等選任の実務にともなう様式
　(1)評議員の選任
　　　様式例1　就任依頼【評議員】
　　　様式例2　履歴書【評議員】
　　　様式例3　就任承諾書兼誓約書【評議員】
　　　様式例4　評議員候補者推薦書
　　　様式例5　委嘱状【評議員】
　　　様式例6　辞任届【評議員】
　(2)理事の選任
　　　様式例7　就任依頼【理事】
　　　様式例8　履歴書【理事】
　　　様式例9　就任承諾書兼誓約書【理事】
　　　様式例10　委嘱状【理事】
　　　様式例11　辞任届【理事】　　　
　(3)監事の選任
    　様式例12　就任依頼【監事】
　　　様式例13　履歴書【監事】
　　　様式例14　就任承諾書兼誓約書【監事】
　　　様式例15　監事選任議案に関する同意について（監事の過半数による同意）
　    　様式例16　委嘱状【監事】
　　　様式例17　辞任届【監事】
　(4)理事長・業務執行理事の選定
　　①役員一斉改選後の理事長選定
　　　様式例18　理事会に関する招集手続の省略の提案書(役員一斉改選後の理事長・業務執行理事の選定)
　　　様式例19　理事会に関する招集手続の省略の同意書(役員一斉改選後の理事長・業務執行理事の選定)
　　　様式例20　理事会に関する招集手続の省略の議事録(役員一斉改選後の理事長・業務執行理事の選定) 
　　　様式例21　理事会に関する決議の省略の提案書(対理事)(役員一斉改選後の理事長・業務執行理事の選定)
　　　様式例22　理事会に関する決議の省略の同意書(理事)(役員一斉改選後の理事長・業務執行理事の選定)
　　　様式例23　理事会に関する決議の省略にかかる異議の確認について(対監事)(役員一斉改選後の理事長・業務執行理事の選定)
　　　様式例24　理事会に関する決議の省略の確認書(監事)(役員一斉改選後の理事長・業務執行理事の選定)
　　　様式例25　理事会に関する決議の省略の議事録(役員一斉改選後の理事長・業務執行理事の選定)
　　②理事長の任期途中の辞任に伴う後任理事長選定
　　　様式例26　理事会に関する招集手続の省略の提案書(任期途中の辞任に伴う理事長選定)
　　　様式例27　理事会に関する招集手続の省略の同意書(任期途中の辞任に伴う理事長選定)
　　　様式例28　理事会に関する決議の省略の提案書(対理事)(任期途中の辞任に伴う理事長選定)　　　
　　　様式例29　理事会に関する決議の省略の同意書(理事)(任期途中の辞任に伴う理事長選定)
　　　様式例30　理事会に関する決議の省略にかかる異議の確認について(対監事)(任期途中の辞任に伴う理事長選定)
　　　様式例31　理事会に関する決議の省略の確認書(監事)(任期途中の辞任に伴う理事長選定)
　　　様式例32　理事会に関する決議の省略の議事録（任期途中の辞任に伴う理事長選定）
　(5)会計監査人の選任
　　　様式例33　会計監査人選定基準
　　　様式例34　会計監査人の選任に関する議案の決定について(監事の過半数による決定)
　(6)役員の報酬
　　　様式例35　会計監査人の報酬等に関する同意について(監事の過半数による同意)
　2. 役員会等開催の実務にともなう様式
　 (1)理事会の開催について
　　　様式例36　招集通知【理事会】
　　　様式例37　出欠確認票【理事会】
　　　様式例38　議事録【理事会】
　(2)理事会の招集手続の省略
　(3)理事会の決議の省略
　　①評議員の一部交代につき、評議員選任・解任委員会に諮る評議員候補者の推薦を理事会の決議の省略により決める場合
　　　様式例39　理事会に関する決議の省略の提案書(対理事)(評議員候補者の推薦)
　　　様式例40　理事会に関する決議の省略の同意書(理事)(評議員候補者の推薦)	
　　　様式例41　理事会に関する決議の省略にかかる異議の確認について(対監事)(評議員候補者の推薦)
　　　様式例42　理事会に関する決議の省略の確認書(監事)(評議員候補者の推薦)
　　　様式例43　理事会に関する決議の省略の議事録(評議員候補者の推薦)
　　②評議員会の開催に関する議案を理事会の決議の省略により決める場合
　　　様式例44　理事会に関する決議の省略の提案書(対理事)(理事1名選任)
　　　様式例45　理事会に関する決議の省略の同意書(理事)(理事1名選任)
　　　様式例46　理事会に関する決議の省略にかかる異議の確認について(対監事)(理事1名選任)
　　　様式例47　理事会に関する決議の省略の確認書(監事)(理事1名選任)
　(4)評議員会の開催
　　　様式例48　招集通知【評議員会】
　　　様式例49　議事録【評議員会】
　(5)評議員会の招集手続の省略
　　　様式例50　評議員会に関する招集手続の省略の提案書
　　　様式例51　評議員会に関する招集手続の省略の同意書
　(6)評議員会の決議の省略
　　　様式例52　評識員会に関する決議の省略の提案書(対評議員)
　　　様式例53　評議員会に関する決議の省略の同意書(評議員)
　　　様式例54　評議員会に関する決議の省略の議事録

Ⅴ 参考資料
　1. 社会福祉法人定款例(平成28年11月11日)(厚生労働省)
　2. 社会福祉法人定款例　租税特別措置法第40条適用版(平成29年3月29日)(厚生労働省)
　3. 指導監査ガイドライン(平成30年4月16日)(厚生労働省)
　4.「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の一部改正について(平成元年9月13日)(厚生労働省)　　　　　　　　　　　　　　　　　
　5. 監事の監査報告書の様式例について(平成30年4月27日)(厚生労働省)
　6.自己点検シート(東京都)

※附属CDロムには、「Ⅱ法人運営の実務」のチェックポイント及びフローチャート
  「Ⅲ規程・資料」の資料1～4、「IV様式例」が入っています。



社会福祉施設・事業者のための規程集 ～運営規程編～【２０２４データ版】

2024データ版は、令和６年１月に発行しましたデータ版をもとに、高齢・障害・児童分野の各事業の運営規程例について、関係法令等の令和６年４月施行の内容を踏まえて加筆修正するとともに、社会福祉法人運営にかかる定款細則例等を合わせて収録したものです。また、１月発行のデータ版と同じく、多くお問合せいただく障害分野の虐待防止規程例や虐待防止委員会規程例、高齢・障害・保育分野の主な事業の「保存年限表」も収録しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各施設・事業所で必要な規程例について、改正内容を確認するとともに修正して活用いただけるよう、説明付きの規程例のデータをWordまたはExcelで作成し、ダウンロードいただく方式となっています。また、参考となる通知や資料等を掲載している国等のホームページを参考資料リンクとしてまとめたものを収録していますので、ご活用ください。
令和４年度改正法施行対応版　社会福祉施設・事業者のための規程集

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、育児や介護との両立など、労働者のニーズの多様化などが進む中、ICTの導入などイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが、社会全体にとって重要な課題になっています。このため、「働き方改革」は、労働者の個々の事情に応じて、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
このような中、令和４年４月から施行された改正育児・介護業法では、制度の周知や個別の取得意思の確認が義務づけられ、さらに１０月からは出生時育児休業(産後パパ休業)の新設、育児休業の２回分割取得が可能になるなど、より仕事と家庭を両立できるように支援が充実します。
また、この４月からは、これまで大企業に義務付けされていたハラスメント相談窓口設置等の対策が中小企業にも義務化となり、改正個人情報保護法も同様に施工されています。
社会福祉法人は、福祉サービスの主たる担い手として、地域で展開を図っていくうえで、これらの法改正の意図を踏まえ、コンプライアンスの遵守に取り組むとともに、人材確保・定着のための働きやすい職場づくりに率先して取り組むことが求められます。
本書には、CD-ROMを付けています。 CD-ROMのデータを使って、すぐにでも規程の整備・改正に向けた取組みができるようになっています。ぜひ、ご活用ください。

正誤表（2022年8月25日）令和７年４月１日及び１０月１日法改正
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全国社会福祉協議会・販売冊子　　　https://www.fukushinohon.gr.jp/

社会福祉法人に関する各種規程
三重県・伊勢市
https://www.city.ise.mie.jp/kenkou_fukushi/houjin/1002747.html
　法人運営
社会福祉法人定款例・定款施行細則・役員報酬規程・監事監査規程・苦情対応規程
実習生等受入規程 ・ボランティア受入規程・印章管理規程・車両管理規程
文書保存規程・台帳・情報公開規程・嘱託医契約書
起案書
起案用紙・物品（備品）購入伺書・物品（備品）処分伺書・修繕（工事）実施伺書
購入伺兼支出伺
　会計経理
経理規程・経理規程別紙・経理規程細則・経理規程補助簿 
その他
契約事務規程・競争入札要領・積立資産管理規程
人事労務令和７年４月１日及び１０月１日法改正


就業規則・給与規程・旅費規程・職員研修実施規程

千葉県・市原市
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=60237930ece4651c88c18962
　社会福祉法人全般の規程及び様式の例
　　定款例・定款細則例・就業規則・給与規程・育児・介護休業等に関する規則
苦情解決に関する規程・苦情解決の様式・宣誓書・委嘱状・就任承諾書
辞令・議事録
　会計に関する規程及び様式の例
新会計基準に係る規程及び様式の例
モデル経理規程・モデル経理規程（会計監査人設置社会福祉法人版）
モデル経理規程（小規模社会福祉法人向け）・モデル経理規程細則
モデル経理規程補助簿


· 育児・介護休業等に関する規則については、令和７年４月１日及び１０月１日に法改正が施行されています。上記の規程に変更点が反映されていないモデル規程の記載もありましたので、注意してください。


こども家庭庁　https://www.cfa.go.jp/top
[bookmark: _Hlk212451851]障害児支援　安全計画

障害福祉情報サービスかながわ　https://shougai.rakuraku.or.jp/
　２０１３年・２０１８年版「規程類モデル集」には神奈川県の運営規程一覧が掲載されている。










モデル規程集について

[bookmark: _Hlk211417307]　神奈川県民間知的障害施設協同会では数年に一度、モデル規程集として発行してきましたが、近年厚生労働省をはじめとした関係機関が同様の規程集を公表していますので、今回のモデル規程関係については、そのリンク先を示しましたのでご活用ください。
また、各法人で作成している規程・内規・細則等（法人により、規程・内規・細則等名称が違う場合があります）を調べていくなかで、個性的な規程等が確認されました。
このような規程等も各法人の運営の手助けになるかと思い、その法人の許可を得て記載することとしました。（法人名は記載しません）
ご協力くださいました法人様には感謝申し上げます。
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[bookmark: _Hlk211350032]社会福祉法人〇〇〇〇　自主研修補助規程

制　　定　令和〇〇年〇〇月〇〇日
改　　正　令和〇〇年〇〇月〇〇日


（目的）
第１条　社会福祉施設職員としての資質向上を図るため、職員の自主研修を奨励し、　　　　　その自主研修受講料の一部を補助することを目的とする。

（対象者）
第２条　社会福祉法人〇〇〇〇の職員（常勤・嘱託・非常勤・パート含む）とする。

（対象となる研修）
第３条　次の研修を対象とする。ただし、〇〇長が認めたものに限るものとする。また、複数年度にわたる研修の場合は、年度毎対象とする。
（１）介護福祉士資格取得養成講習（養成学校含む）
（２）社会福祉士資格取得養成講習（養成学校含む）
（３）介護職員基礎研修（ホームヘルパー１級資格取得養成講習）
（４）介護職員初任者研修（ホームヘルパー２級資格取得養成講習）
（５）看護婦資格取得養成学校
（６）理学療法士・作業療法士・音楽療法士資格取得養成講習（養成学校含む）
（７）社会福祉主事資格取得養成講習（養成学校含む）
（８）その他法人が運営する業務に関する必要な研修で理事長が認めるもの
　　　　　 
（補助手続き）
第４条　補助を希望するものは、理事長宛その研修の要綱及び領収書を提出するものとする。
２　希望者の中から、〇〇長が推薦するものを選出するものとする。
３　推薦された者を、理事会に図り、決定する。

（補助交付）
第５条　理事会で決定された職員に対し、できるだけ速やかに交付するものとする。
２　１人に対して１研修を補助対象とし、自己負担した研修費用（研修参加費および宿泊の要あるときは宿泊費等）の総額を限度に支給する。
３　年度対象は当該年度充当できる補助額の範囲内で行うものとし、補助額は毎年度〇〇〇,〇〇〇円を超えないものとし、１人の職員に対して重複しないものとする。
４　補助決定額は、当該年度に申請された職員の研修費用総額を１人当たりの按分比率により得た率に申請額を乗じて得た額とする。ただし、１人当たり交付額は第２項に規定にかかわらず〇〇〇,〇〇〇円を超えないものとする。

（不服申し立て）
第６条　この決定に不服のある者は、〇〇長宛、不服理由を添えて申し出ることができるものとする。

附則
この規程は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。


























	理事長
	施設長
	事務長・所属長

	
	
	

	
 　　社会福祉法人 〇〇〇〇
 　　理事長　〇〇 〇〇　殿
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者
所属　　　　　　　　　　　　　　　 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  氏名　　　　　　　　　　　　　　印

自主研修補助申請書

 　　　次のとおり、自主研修補助を申請します。


	研修名
	

	研修先
	

	費用総額
	

	添付書類
	

	標記研修の該当の可否
	 自主研修補助規程第３条　項に　該当　・　該当せず

	所属長の推薦の有無
	有　　　・　　　無

	理事会の審議・承認の有無
	令和　　年　　月　　日　第　　回　理事会
 　審議　　有・無　　　　承認　　有・無
 　無のときの対応

	交付決定の有無
	有　・　無
	交付決定額
	　　　　　　　　　　　円

	 備考等



社会福祉法人〇〇〇〇　在宅勤務規程

制　　定　令和〇〇年〇〇月〇〇日
改　　正　令和〇〇年〇〇月〇〇日


第１章　総　則

（在宅勤務制度の目的）
第１条　この規程は、社会福祉法人〇〇〇〇（以下「法人」という。）の就業規則第〇条に基づき、従業員が在宅で勤務する場合の必要な事項について定めたものである。

（在宅勤務の定義）
第２条　在宅勤務とは、従業員の自宅、その他自宅に準じる場所（法人指定の場所に限る。）において情報通信機器を利用した業務をいう。

（サテライトオフィス勤務の定義）
第３条　サテライトオフィス勤務とは、法人所有の所属事業場以外の法人専用施設（以下「専用型オフィス」という。）、又は、法人が契約（指定）している他法人所有の共用施設（以下「共用型オフィス」という。）において情報通信機器を利用した業務をいう。

（モバイル勤務の定義）
第４条　モバイル勤務とは、在宅勤務及びサテライトオフィス勤務以外で、かつ、法人施設外で情報通信機器を利用した業務をいう。

第２章　在宅勤務の許可・利用

（在宅勤務の対象者）
第５条　在宅勤務の対象者は、就業規則第４条に規定する従業員であって次の各号の条件を全て満たした者とする。
（１） 在宅勤務を希望する者
（２） 自宅の執務環境、セキュリティ環境、家族の理解のいずれも適正と認められる者
２　在宅勤務を希望する者は、所定の許可申請書に必要事項を記入の上、1週間前までに所属長から許可を受けなければならない。
３　法人は、業務上その他の事由により、前項による在宅勤務の許可を取り消すことがある。
４　第2項により在宅勤務の許可を受けた者が在宅勤務を行う場合は、前日までに所属長へ利用を届け出ること。

（在宅勤務時の服務規律）
第６条　在宅勤務に従事する者（以下「在宅勤務者」という。）は就業規則第〇〇条から第〇〇条及びセキュリティガイドラインに定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。
（１） 在宅勤務の際に所定の手続に従って持ち出した法人の情報及び作成した成果物を第三者が閲覧、コピー等しないよう最大の注意を払うこと。
（２） 在宅勤務中は業務に専念すること。
（３） 第１号に定める情報及び成果物は紛失、毀損しないように丁寧に取扱い、セキュリティガイドラインに準じた確実な方法で保管・管理すること。
（４） 在宅勤務中は自宅以外の場所で業務を行わないこと。
（５） 在宅勤務の実施に当たっては、法人情報の取扱いに関し、セキュリティガイドライン及び関連規程類を遵守すること。

第3章　在宅勤務時の労働時間等

（在宅勤務時の労働時間）
第７条　在宅勤務時の労働時間については、就業規則第〇〇条の定めるところによる。
２　前項にかかわらず、法人の承認を受けて始業時刻、終業時刻及び休憩時間の変更をすることができる。
３　前項の規定により所定労働時間が短くなる者の給与については、育児・介護休業規程第〇〇条及び第〇〇条に規定する勤務短縮措置等の給与の取扱いに準じる。

（休憩時間）
第８条　在宅勤務者の休憩時間については、就業規則第〇〇条の定めるところによる。

（所定休日）
第９条　在宅勤務者の休日については、就業規則第〇〇条の定めるところによる。

（時間外及び休日労働等）
第１０条　在宅勤務者が時間外労働、休日労働及び深夜労働をする場合は所定の手続を経て所属長の許可を受けなければならない。
２　時間外及び休日労働について必要な事項は就業規則第〇〇条の定めるところによる。
３　時間外、休日及び深夜の労働については、給与規程に基づき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び深夜勤務手当を支給する。

（欠勤等）
第１１条　在宅勤務者が、欠勤をし、又は勤務時間中に私用のために勤務を一部中断する場合は、事前に申し出て許可を得なくてはならない。ただし、やむを得ない事情で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
２　前項の欠勤、私用外出の賃金については給与規程第〇条の定めるところによる。

第４章　在宅勤務時の勤務等

（業務の開始及び終了の報告）
第１２条　在宅勤務者は就業規則第〇〇条の規定にかかわらず、勤務の開始及び終了について次のいずれかの方法により報告しなければならない。
（１） 電話
（２） 電子メール
（３） 勤怠管理ツール

（業務報告）
第１３条　在宅勤務者は、定期的又は必要に応じて、電話又は電子メール等で所属長に対し、所要の業務報告をしなくてはならない。

（在宅勤務時の連絡体制）
第１４条　在宅勤務時における連絡体制は次のとおりとする。
（１） 事故・トラブル発生時には所属長に連絡すること。なお、所属長が不在時の場合は所属長が指名した代理の者に連絡すること。
（２） 前号の所属長又は代理の者に連絡がとれない場合は、事務まで連絡すること。
（３） 社内における従業員への緊急連絡事項が生じた場合、在宅勤務者へは所属長が連絡をすること。なお、在宅勤務者は不測の事態が生じた場合に確実に連絡がとれる方法をあらかじめ所属長に連絡しておくこと。
（４） 情報通信機器に不具合が生じ、緊急を要する場合は事務へ連絡をとり指示を受けること。なお、事務へ連絡する時間がないときは法人と契約しているサポート法人へ連絡すること。いずれの場合においても事後速やかに所属長に報告すること。
（５） 前各号以外の緊急連絡の必要が生じた場合は、前各号に準じて判断し対応すること。
２　社内報、部署内回覧物であらかじめランク付けされた重要度に応じ、至急でないものは在宅勤務者の個人メール箱に入れ、重要と思われるものは電子メール等で在宅勤務者へ連絡すること。なお、情報連絡の担当者はあらかじめ部署内で決めておくこと。

第５章　在宅勤務時の給与等

（給与）
第１５条　在宅勤務者の給与については、給与・退職金規程の定めるところによる。
２　前項の規定にかかわらず、在宅勤務（在宅勤務を終日行った場合に限る。）が週に〇日以上の場合の通勤手当については、毎月定額の通勤手当は支給せず実際に通勤に要する往復運賃の実費を給与支給日に支給するものとする。

（費用の負担）
第１６条　法人が貸与する情報通信機器を利用する場合の通信費は法人負担とする。
２　在宅勤務に伴って発生する水道光熱費は在宅勤務者の負担とする。
３　業務に必要な郵送費、事務用品費、消耗品費その他法人が認めた費用は法人負担とする。
４　その他の費用については在宅勤務者の負担とする。

（情報通信機器・ソフトウェア等の貸与等）
第１７条　法人は、在宅勤務者が業務に必要とするパソコン、プリンタ等の情報通信機器、ソフトウェア及びこれらに類する物を貸与する。なお、当該パソコンに法人の許可を受けずにソフトウェアをインストールしてはならない。
２　法人は、在宅勤務者が所有する機器を利用させることができる。この場合、セキュリティガイドラインを満たした場合に限るものとし、費用については話し合いの上決定するものとする。

（教育訓練）
第１８条　法人は、在宅勤務者に対して、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行う。
２　在宅勤務者は、法人から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り指示された教育訓練を受けなければならない。

（災害補償）
第１９条　在宅勤務者が自宅での業務中に災害に遭ったときは、就業規則第〇〇条の定めるところによる。

（安全衛生）
第２０条　法人は、在宅勤務者の安全衛生の確保及び改善を図るため必要な措置を講ずる。
２　在宅勤務者は、安全衛生に関する法令等を守り、法人と協力して労働災害の防止に努めなければならない。

附則
この規程は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。


































在宅勤務許可申請書

	申請日
	年     月     日  （  ）

	所属事業
	

	氏　名
	                                                   印

	申請理由
	１.育児    2．介護    3．傷病    ４．その他（                     ）
【具体的な内容】

	在宅勤務期間
	年    月    日     ～       年    月     日

	在宅勤務
の頻度
	１．毎    日
２．週    日【  月   火   水   木   金   土   日  】
３．月    日  （特定された日：                            ）
４．特定日    （                                          ）
５．不定期  （具体的に                                    ）

	勤務場所
	

	設備状況
	回線：１．自宅インターネット回線    ２．貸出用モバイル回線
３．その他（                        ）

利用端末：１．会社貸与PC 
２．個人PC （機種：            OS：             ）
その他：（                                                    ）

	備考
	



	〇〇長
	〇〇長
	〇〇長

	
	
	




在 宅 勤 務 報 告 書

	報告日
	        年     月     日
	在宅勤務日
	  　　年     月      日

	所属事業
	
	始業時間
	             ：

	氏  名
	
	終業時間
	             ：



	業務内容 午前

	

	

	

	業務内容 午後

	

	

	

	感想・今後の課題と予定

	

	



	〇〇長
	〇〇長
	〇〇長

	
	
	



[bookmark: _Hlk211350213]社会福祉法人〇〇〇〇　支援員確保対策支度金支給規程

制　　定　令和〇〇年〇〇月〇〇日
改　　正　令和〇〇年〇〇月〇〇日

　
（目的）
第１条　社会福祉法人〇〇〇〇(以下「法人」という。)は、施設等の看護師の確保及び充実を図ることを目的として、支援員不足の解消を図り、利用者への支援体制の充実と安定した事業所運営を図ることを目的とする。

（支給対象者）
第２条　支援員確保対策就業支度金(以下(就業支度金)という。)の支給対象者は、専門学校、短大、大学を年度末３月に卒業し、次年度４月に法人に採用される新卒者とする。

（支給の額）
[bookmark: _Hlk211343338]第３条　支度金の額は、〇〇〇,〇〇〇円とする。

[bookmark: _Hlk211343186]（支給の申請）
第４条　就業支度金の申請は、「支援員確保対策支度金支給規定申請書(様式第１号)」を法人が定める日までとする。(連帯保証人が必要)

（支給の決定）
第５条  〇〇長は、就業支度金の申請があった場合は、内容を精査し、その結果を申請者
に「支援員確保対策支度金支給決定通知書(様式第２号)」により通知するものとする。

（支給期日）
第６条　就業支給金は、当該年度採用予定日の前年度３月に支給する。　

（就業支度金の取消）
第７条　〇〇長は、支給を決定してから、支給するまでの間に、就業支度金の支給決定を
受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、支給を取消すものとする。
（1） 採用されるまでの間に、採用を辞退し、又は、採用を取消されたとき。
（２）採用されるまでの間に、死亡したとき。

（就業支度金の返還）
第８条  〇〇長は、就業支度金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当したとき
は、「就業支度金返還命令書(様式第４号)により、支給額全部の返還を命ずるものとする。
(１)  採用される日までの間に、採用を辞退し、又は採用を取り消されたとき。
（２）採用されるまでの間に、死亡したとき。
２　就業支度金の返還命令を受けた者は、法人が指定した日までに返還しなければならな
い。

（延滞金）
第９条　返還命令を受けた者は、正当な理由がなく返還すべき日までに返還しなかったと
きは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年１５％の割合で算定した延滞金を納付しなければならない。

（その他）
第10条　この規程に定めるもののほか、必要に事項は、〇〇長が別に定める。

附則
この規程は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。





















様式第１号（第３条関係）

支援員確保対策支度金支給規定申請書

[bookmark: _Hlk211343508]社会福祉法人〇〇〇〇
理事長　〇〇　〇〇　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申　請　者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　㊞


支援員確保対策支度金支給規定に関する規定第３条の規定により、就業支度金の支給を受けたいので次のとおり、申請します。


申請年月日　　　　令和〇〇年〇〇月〇〇日

就業支度金申請額　金　〇〇〇,〇〇〇円


















様式第２号（第４条関係）

令和〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇　〇〇　様
                                                           社会福祉法人〇〇〇〇
理 事 長　〇〇　〇〇 ㊞


支援員確保対策支度金支給決定通知書

　　　
  令和〇〇年〇〇月〇〇日付けで申請のあった就職支度金は、次のとおり支給することが決定しましたので、通知します。

記


１　支給金額　　　　　　〇〇〇,〇〇〇円


２　支給年月日　　　　　令和〇〇年〇〇月〇〇日















社会福祉法人〇〇〇〇　職員住宅規程

制　　定　令和〇〇年〇〇月〇〇日
改　　正　令和〇〇年〇〇月〇〇日


（目的）
第１条　この規定は、社会福祉法人〇〇〇〇職員住宅(以下「職員住宅」という。)の維持及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

（住宅の名称、所在）
第２条　住宅の名称、所在は、別表のとおりとする。

（管理）
第３条　職員住宅の管理は、この規定に基づき〇〇長が行うものとする。

（使用対象者）
第４条　使用対象者は、新卒職員及び通勤が困難と認められる職員並び〇〇長が特に認めた職員。

（使用の申請）
第５条　職員住宅の使用を希望する者は、職員住宅使用申請書(様式第１号)を〇〇長に
提出しなければならない。

（使用者の決定）
[bookmark: _Hlk211350305]第６条　〇〇長は、前条の職員住宅使用申請書の提出があった者の内から、資格を審査し使用者を決定する。
２　〇〇長は、前項の決定をした者に対し、職員住宅使用決定通知書(様式第２号)を交付する。

（入居）
第７条　使用の決定を受けた職員(この条及び次条において「使用決定者」という。)は、職員住宅入居届(様式第３号)を〇〇長に提出しなければならない。
２　使用決定者は、職員住宅使用決定書に記載された使用開始日の翌日から起算して、〇〇日以内に当該職員住宅に入居しなければならない。

（決定の取消）
第８条　〇〇長は、使用決定者又は使用決定に基づき当該住宅に入居している者(以下「入居者」という。)がいずれかに該当する場合は、決定を取消すことができる。
（１）前条に規定する入居期限までに入居しないとき。
（２）この規程に違反したとき。
（３）生活上不適当と認められる事項が発覚したとき。
２　前項の規定により使用許可を取消す場合は、職員住宅使用決定通知書(様式第４号)により当該使用決定者又は入居者に通知する。

(遵守事項)
第９条　入居者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
（１）火災その他の場合の処置について、常に訓練し、事故発生の場合に備えること。
（２）施設及び備品を大切に使用すること。
（３）施設内でペットを飼育しないこと。
（４）職員住宅の保健衛生保持のため、専用部分の清掃等を行うこと。
（５）前各号のほか〇〇長の指示に従うこと。

(禁止事項)
第１０条　入居者は、次の行為をしてはならない。
（１）職員住宅の全部又は一部を転貸すること。
（２）入居者以外の者を居住させること。
（３）職員住宅を居住以外の用に供すること。
（４）許可なく職員住宅の改造等を行うこと。
（５）職員住宅の風紀、秩序を乱すこと。
（６）危険の恐れのある物品を職員住宅に保管、又は保持すること。
（７）所定の場所以外で火気を使用すること。
（８）前各号のほか、他の入居者に損害を与え、又は著しい迷惑を及ぼす恐れのあること

（損害賠償）
第１１条　入居者は、その責めに帰すべき利用により、入居した職員住宅を滅却し、毀損し、又は汚損したときは、速やかに〇〇長に報告するともに当該職員住宅を現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

（義務違反に対する措置）
第１２条　〇〇長は、職員住宅の使用状況を常に把握し、職員住宅の使用者がこの規定に定める義務に違反したとき又は職員住宅の管理上好ましくない行為をしたときは、直ちにその職員に対し、是正するよう求めるものとする。

（退去）
第１３条　入居者が職員住宅を退去しようとするときは、退去する日の１５日前までに、職員住宅退去届書(様式５号)を〇〇長に提出しなければならない。
２　入居者が職員住宅を退去するときは、当該職員住宅を現状に回復しなければならない。

（明渡し）
第１４条　〇〇長は、入居者がいずれかに該当するときは、その職員に対し、直ちに３０日以内の期限を付して、当該職員住宅の明渡しを命ずるものとする。
（１）第４号各号の要件を満たさなくなるとき。
（２）偽り又は不正な手段により入居したとき。
（３）職員でなくなったとき。
（４）使用期間が満了しても退去しないとき。
（５）使用料を３か月以上滞納したとき。
（６）第８条第２項の規定に基づく通知を受けたとき。
（７）第１２条の規定に基づく求めに応じないとき。
（８）前各号に掲げるもののほか、〇〇長が特に明渡しの必要があると認めるとき。
２　前項の規定により明渡しを命じられた職員は、〇〇長が指定する期限までに、職員住宅を明け渡さなければならない。この場合において前条第２項の規定を準用する。

（使用料）
第１５条　入居者は、職員住宅の使用料を〇〇長に納入しなければならない。
２　職員住宅の使用料は、月額〇,〇〇〇円、日額〇〇〇円とする。
３　職員住宅の使用料は、毎月の１日から末日までを１か月とし、翌月の給与から控除することができる。ただし、給与から控除することができない場合は、納入通知書により翌月末日までに納入するものとする。

（使用者の負担する費用）
第１６条　入居者は、職員住宅の使用料のほか、次の費用を負担しなければならない。
（１）専用部分における電話回線、電気、ガス及び上下水道の使用料
（２）専用部分における附属器具の消耗品の取替え等の軽微な修繕に要する費用
（３）その他〇〇長が指定する費用

（届出事項）
第１７条　職員住宅の使用者は、次のいずれかに該当するときは、直ちに届けて、その指示に従わなければならない。
（１）盗難にあったとき
（２）感染症にかかり、または、その疑いがあるとき。
（３）前２号に定める場合のほか、重大な事故のあったとき。
２　〇〇長は、使用者から前項の届出があったときは、直ちに適切な処置を執らなければならない。

（委任）
第１８条　この規定に定めるもののほかに必要な事項は、〇〇長が別に定める。

附　則
この規程は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。




























社会福祉法人〇〇〇〇　職責と職位に関する規程

制　　定　令和〇〇年〇〇月〇〇日
改　　正　令和〇〇年〇〇月〇〇日


 (目　的)
第１条　この規程は、社会福祉法人〇〇〇〇（以下「法人」という。）の職員の職責及び職位について定めるものである。

(職　責)
第２条　職責とは、職務上の責任であり、経営職、管理職、担当職並びに介助職とする。

(職　位)
第３条　職位とは、担当する具体的な役割であり、事務局長・施設長・部長・課長・課長補佐・担任３級・担任２級・担任１級・介助３級・介助２級・介助１級とする。
２　必要に応じて、前項以外の職位を設けることがある。

(職責並びに職位の基準)
第４条　職責並びに職位の基準は、別表のとおりとする。
[bookmark: _Hlk92380442]２　事務局長、施設長及び部長は、労働基準法第４１条２項の監督または管理の地位にある者とする。

附則
この内規は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。











別表

職責・職位表

	職　責
	職　位
	該　当　す　る　職　務

	経営職
	事務局長
	法人本部の統括責任者

	
	施設長
	➀ 理事兼務の施設長
② 上記以外の施設長


	管理職
	部長
	部門の統括責任者

	
	課長
	課の統括責任者

	
	課長補佐
	課長を補佐し及び、事故あるときの職務代行

	担当職
	担任３級
	相当の知識・経験を有する職員

	
	担任２級
	概ね大卒４年以上・短大卒６年以上・高卒８年以上の職員

	
	担任１級
	上記以外の職員

	介助職
	介助３級
	相当の知識・経験を有する職員

	
	介助２級
	経験２年以上の職員

	
	介助１級
	上記以外の職員


（注１） 採用時に担任１級として格付けされた者のうち、特殊な技能・経験を有する者については、１年後に、格付けの見直しを検討する。
（注２） 中途採用者については、前歴・経験等を勘案のうえ格付を決定する。









社会福祉法人〇〇〇〇　職場におけるハラスメント防止規程

制　　定　令和〇〇年〇〇月〇〇日
改　　正　令和〇〇年〇〇月〇〇日


（目的）
第１条　本規程は、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント等（以下「職場におけるハラスメント」という）を防止するために職員が遵守するべき事項を定める。なお、この規程にいう職員とは、社会福祉法人〇〇〇〇に勤務する全ての者とする。

（パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメントの定義）
第２条　パワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、就業環境を害することをいう。なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。
２　セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する他の職員の対応等により当該職員の労働条件に関して不利益を与えること、又は性的な言動により、職員の就業環境を害することをいう。また、相手の性的指向又は性自認の状況に関わらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当する。
３　妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメントとは、職場において、職員の妊娠・出産、育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により職員の就業環境を害すること並びに妊娠(不妊治療に関するものも含む)・出産、育児・介護等に関する言動により職員の就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメントには該当しない。
４　前３項等において、直接的なハラスメントに限らず、他の職員の就業環境を害する行為もハラスメントとする。
５　職場とは、所属事業所のみならず、職員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間も含むものとする。

（禁止行為）
第３条　すべての職員は、職場における健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次の第２項から第５項に掲げる行為をしてはならない。また、職員以外の者（ボランティア、就職活動中の学生、求職者、インターンシップを行っている者、取引先の従業員、フリーランス（業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものをいう。以下同じ）等）に対しても、これらに類する行為を行ってはならない。
２　パワーハラスメント（第２条第１項の定義に該当する以下のような行為）
1 殴打、足蹴りを行うなどの身体的な攻撃
2 人格を否定するような言動をするなどの精神的な攻撃
3 自身の意に沿わない職員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離するなどの人間関係からの切り離し
4 遂行不可能なことの強制などの過大な要求
5 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないことなどの過小な要求
6 他の職員の性的指向・性自認や病歴などの機微な個人情報について本人の了解を得ずに他の職員に暴露するなどの個の侵害
7 その他、上記に準ずる行為
３　セクシュアルハラスメント（第２条第２項の定義に該当する以下のような行為）
1 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
2 わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
3 うわさの流布
4 不必要な身体への接触
5 性的な言動により、他の職員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
6 交際・性的関係の強要
7 性的な言動への抗議又は拒否等を行った職員に対して、解雇、不当な人事評価、配置転換等の不利益を与える行為
8 その他、上記に準ずる行為
４　妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント（第２条第４項の定義に該当する以下のような行為）
1 妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等
2 妊娠・出産等したことにより、解雇、不当な人事評価、配置転換等の不利益を直接的、間接的に与える行為
3 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動　
4 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇、不当な人事評価、配置転換等の不利益を直接的、間接的に与える行為
5 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
6 その他、上記に準ずる行為

５　職員が職場におけるハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する行
　為

（懲戒）
第４条　前条に該当する禁止行為を行った職員に対しては、原則として就業規則の懲戒処分を行う。

（相談及び苦情への対応）
第５条　職場におけるハラスメントに関する相談受付担当者は〇〇〇〇及び〇〇〇〇とし、相談受付責任者は〇〇〇〇とする。法人は、適宜、相談受付責任者名及び担当者名並びに各連絡先を職員に周知するとともに、必要に応じて研修を行うものとする。
２　職場におけるハラスメントの被害者に限らず、すべての職員は、パワーハラスメントや性的な言動、妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関する就業環境を害する言動に関する相談を、相談受付担当者に申し出ることができる。また、法人の職員以外の者（ボランティア、就職活動中の学生、求職者、インターンシップを行っている者、取引先の従業員、フリーランス等）であっても、職場におけるハラスメントに関する相談を相談受付担当者に申し出ることができる。
３　取引先からのパワハラ等、行為者が法人の職員以外の場合であっても、相談受付担当者に相談することができる。
４　相談受付担当者が相談を受け付けた際は、速やかに相談受付責任者へ報告し、相談受付責任者は常務理事に報告する。相談受付責任者又は相談受付責任者が指名した職員は、相談者(被害者等)のプライバシーに配慮した上で、必要に応じて行為者、上司その他の職員等に事実関係を聴取する。
５　前項の聴取を求められた職員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
６　一連の事実確認を行った後、相談受付担当者は、その内容を相談受付責任者に報告する。相談受付責任者は、一連の事実及び所見を常務理事に報告する。常務理事は、問題解決のための措置として、第４条による懲戒への該当可否の他、人事異動等被害者の労働条件及び就業環境を改善するために必要な措置を理事長に進言する。理事長は、必要に応じ、関係者と協議を行った上で、問題解決のための措置の実施を指示する。
７　相談及び苦情への対応に当たっては、相談者(被害者等)、行為者、事実関係の確認に協力した者等の関係者のプライバシーは保護される。
８　相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由とする、解雇や契約解除等の不利益な取扱いは行わない。

（再発防止の義務）
第６条　相談受付責任者又は相談受付担当者は、職場におけるハラスメント事案が生じた時は、職員にハラスメント防止規程の内容の再周知・再徹底、研修の実施、事案発生の原因の分析等、適切な再発防止策を講じなければならない。

（その他）
第７条　性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や要因になり得ること、また、妊娠(不妊治療に関するものも含む)・出産、育児休業・介護休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景となり得ることから、すべての職員は、このような言動を行わないように注意すること。

附則
　本規程は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。




























社会福祉法人〇〇〇〇　ライフプラン支援規程

制　　定　令和〇〇年〇〇月〇〇日
改　　正　令和〇〇年〇〇月〇〇日


（目的）
第１条　この規程は、法人が、職員（地域限定職員を含み、以下「職員」という。）の生涯設計を支援するために実施するライフプラン支援制度に関する事項を定めたものである。

（ライフプラン支援制度）
第２条　ライフプラン支援制度は、法人が支給するライフプラン支援金を、職員が自らの選択により次の各号に定めるライフプラン年金及びライフプラン手当のいずれか又は両方に配分する制度である。
（１）ライフプラン年金
将来における年金給付のため、別に定める社会福祉法人〇〇〇〇確定拠出企業型年金規約（以下「ＤＣ規約」という。）における事業主掛金の算定の基礎となる給与（以下「基準給与」という。）となるもの
（２）ライフプラン手当
現在における手当として支給されるもの

（ライフプラン支援金の支給対象期間）
第３条　職員は、職員となった日の属する月から職員でなくなった日の属する月までの各月につき、この規程によりライフプラン支援金の支給を受けることができる。

（ライフプラン支援金の額）
第４条　ライフプラン支援金は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
（１）第１支援金
月額　〇,〇〇〇円
（２）第２支援金
ア　職員
月額　〇〇,〇〇〇円
イ　地域限定職員
月額　〇〇,〇〇〇円
２　職員となった日の属する月から初回の賞与支給日の属する月の前月までの各月及び賞与算定基礎額が次の各号に規定する額を下回った場合の当該賞与支給月から次回の賞与支給月の前月までの各月にかかる第２支援金の額は零円とする。
（１）職員
〇〇〇,〇〇〇円
（２）地域限定職員
〇〇〇,〇〇〇円

（ライフプラン支援金の配分方法）
第５条　ライフプラン支援金のうち、第１支援金の配分方法は、職員となったときに職員本人が次の各号のいずれかから選択し、当月分から適用する。
（１）　ライフプラン年金　：　〇,〇〇〇円　　ライフプラン手当　：       　０円
（２）　ライフプラン年金　：       　０円　　ライフプラン手当　：　〇,〇〇〇円
２　ライフプラン支援金のうち、第２支援金の配分方法は、職員となったときに職員本人が次の各号のいずれかから選択し、当月分から適用する。ただし、第１支援金の配分方法について、前項第１号を選択した場合は、第１号から第８号までとし、前項第２号を選択した場合は、第９号の配分方法とする。
	
	職員
	地域限定職員

	
	ライフプラン年金
	ライフプラン手当
	ライフプラン年金
	ライフプラン手当

	（１）
	〇〇,〇〇〇円
	０円
	－
	－

	（２）
	〇〇,〇〇〇円
	〇〇,〇〇〇円
	－
	－

	（３）
	〇〇,〇〇〇円
	〇〇,〇〇〇円
	－
	－

	（４）
	〇〇,〇〇〇円
	〇〇,〇〇〇円
	〇〇,〇〇〇円
	[bookmark: _Hlk211340856]０円

	（５）
	〇〇,〇〇〇円
	〇〇,〇〇〇円
	〇〇,〇〇〇円
	〇,〇〇〇円

	（６）
	〇,〇〇〇円
	〇〇,〇〇〇円
	〇,〇〇〇円
	〇〇,〇〇〇円

	（７）
	〇,〇〇〇円
	〇〇,〇〇〇円
	〇,〇〇〇円
	〇〇,〇〇〇円

	（８）
	〇,〇〇〇円
	〇〇,〇〇〇円
	〇,〇〇〇円
	〇〇,〇〇〇円

	（９）
	０円
	〇〇,〇〇〇円
	０円
	〇〇,〇〇〇円


３　前項の規定に関わらず、前条第２項に該当した場合の第２支援金にかかるライフプラン年金の額及びライフプラン手当の額は、零円とする。
４　第１項及び第２項で選択したライフプラン支援金の配分方法は、毎年５月及び１１月に申し出ることにより変更することができ、申し出た月の翌月分から適用する。ただし、第１項第１号の配分方法を選択した者については、以後同項第２号の配分方法を選択することはできない。
５　第１項及び前項の規定にかかわらず、職員でなくなった日の属する月（月の末日に職員でなくなった場合を除く。以下同じ。）又は６５歳に到達した日（６５歳誕生日の前日をいう。以下同じ。）の属する年度の末月以後の月におけるライフプラン支援金のうち、第１支援金の配分方法は、第１項第２号の配分方法とする。
６　第２項から第４項までの規定にかかわらず、職員でなくなった日の属する月又は６５歳に到達した日の属する年度の末月以後の月におけるライフプラン支援金のうち、第２支援金の配分方法は、第２項第９号の配分方法とする。

（ライフプラン年金選択者の取扱い）
第６条　職員のうちライフプラン年金を選択した者（第１支援金の配分方法が前条第１項第１号の者をいう。）は、ＤＣ規約の加入者となる。ただし、ＤＣ規約の加入者となった者は、当該加入者の任意により脱退することはできない。
２　ＤＣ規約の加入者については、加入者となった日の属する月から職員でなくなった日又は６５歳に到達した日の属する年度の末月の前月（月の末日に職員でなくなった場合は当月。）までの間、この規程及びＤＣ規約により、会社は事業主掛金を拠出する。
３　事業主掛金の額は、基準給与として配分されたライフプラン年金の額に、１，０００分の１，０００を乗じて得た額とし、当月分を翌月の末日までに拠出する。
４　事業主掛金は、ＤＣ規約の定めるところにより、加入者が自己の責任において、その運用を行う。
５　給付は、ＤＣ規約の定めるところにより、原則として６０歳に達した日以後に支給を請求することができる。ただし、加入者である期間を除く。
６　前各項に定めるもののほか、確定拠出年金制度に関する事項は、ＤＣ規約による。

（ライフプラン手当選択者の取扱い）
第７条　職員のうちライフプラン手当を選択した者（第１支援金の配分方法が第５条第１項第２号である者又は第２支援金の配分方法が同条第２項第２号から第９号までである者をいう。）に対して、選択した配分方法のライフプラン手当の額を、次のとおり支給する。
（１）第１支援金にかかるライフプラン手当
当月分を給与支給日に支給
（２）第２支援金
ア　６月から１１月の各月分の第２支援金にかかるライフプラン手当
夏期賞与支給日に一括して支給
イ　１２月から翌年５月の各月分の第２支援金にかかるライフプラン手当
冬期賞与支給日に一括して支給
２　第４条第２項に該当した月の第２支援金にかかるライフプラン手当は、支給しない。
３　第５条第６項に該当したことにより、職員でなくなったときに未支給である第２支援金にかかるライフプラン手当は、退職時の給与支払日に一括して支給する。

（施行日）
[bookmark: _Hlk214023449]第８条　この規程は、令和〇〇年〇〇月〇〇日（以下「施行日」という。）から施行する。

（ライフプラン支援金に関する経過措置）
第９条　施行日の前日から引き続き在籍する職員（以下「経過措置職員」という。）については、本則第３条の規定にかかわらず、令和〇〇年〇〇月分からライフプラン支援金の支給を受けることができる。

（ライフプラン支援金の配分方法に関する経過措置）
第１０条　経過措置職員については、本則第５条第１項及び第２項の規定にかかわらず、施行日にライフプラン支援金の配分方法を選択できるものとし、令和〇〇年〇〇月分のライフプラン支援金から適用する。

附則
この規程は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。
























社会福祉法人〇〇〇〇　旧姓使用取扱い内規

制　　定　令和〇〇年〇〇月〇〇日
改　　正　令和〇〇年〇〇月〇〇日


（旧姓使用の範囲）
第１条　基本的な考え方
（１）旧姓を使用できるのは、法律上また関係機関等にその使用上の確認を行い職務遂行上支障がないと認められる文書を基本とする。
（２）以下の文書については旧姓の使用を認めない文書等として扱う
ア　身分関係等を規定するもの
例）在職証明書、身分証明書等
イ　職員の給与等に係るもの
例）給与支給明細書、育児休業申出書

（旧姓使用の承認）
第２条　旧姓使用に当たっては、あらかじめ旧姓使用申請書と戸籍抄本を〇〇長に提出すること。
２　〇〇長は、職務遂行上支障があると認めるときは、旧姓使用の承認を取り消すことができる。
３　旧姓を使用している職員がその使用を中止するときには、旧姓使用中止届を〇〇長に提出すること。

附則
この内規は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。











[bookmark: _Hlk211350688]社会福祉法人〇〇〇〇　勤務状況及び勤務態度に関する内規

制　　定　令和〇〇年〇〇月〇〇日
改　　正　令和〇〇年〇〇月〇〇日


[bookmark: _Hlk84939594]（目的）
第１条　この内規は、職員の勤務状況や勤務態度に問題がある場合、指摘や改善方法、業務改善の機会を与えるための指導及び注意に関し必要な事項を定める。

（対象者）
第２条　この内規の対象者は社会福祉法人〇〇〇〇に雇用される全ての職員とする。

（勤務状況及び勤務態度）
第３条　問題となる勤務状況や勤務態度とは、就業規則に規定する服務心得、服務規律、職員倫理等に違反すると疑われる行為や、苦情解決に関する規程に規定する苦情の内、法人が必要と判断した職員に対しての苦情、社会人（福祉サービスの従事者）としてのルールやモラルに欠けた行動、言動、服装等のコンプライアンスに欠ける行為等をいう。

（指導及び注意）
第４条　該当職員の勤務状況や勤務態度に問題がある場合、口頭で指導や注意を行い、改善が見込まれない場合は以下の通り文書で交付する。
（１）指導書 … 能力不足の職員に対して、能力向上を指示するため交付をする。
（２）注意書 … 問題となる勤務状況や勤務態度の職員に対し、改善を促すため交付を
する。

[bookmark: _Hlk118202129]（承認）
第５条　指導書及び注意書を職員に対し交付する場合、担当部署の室長又は課長が問題となる勤務状況や勤務態度の詳細を記載した指導内容書（別紙１）又は注意内容書（別紙２）と簡潔にまとめた指導書（別紙３）又は注意書（別紙４）を起案し、他部署の室長及び課長の同意を得て理事長の承認を得なければならない。

（交付及び受領）
[bookmark: _Hlk118197626]第６条　指導書又は注意書は理事長の承認後7日以内に担当部署の室長又は課長名で交付しなければならない。
２　交付は担当部署の室長又は課長が行い、指導内容書又は注意内容書の詳細を説明した後、指導書又は注意書を交付するものとする。
３　指導書又は注意書を交付された職員はそれを受理し、指導書又は注意書の内容を改善するよう努力しなければならない。
４　指導書又は注意書を交付された職員は、それを受領したことを明確にするため、記名捺印しなければならない。
５　指導書又は注意書は2通作成し、法人及び該当職員がそれぞれ保管するものとする。

（懲戒処分）
第７条　職員が、この内規に従わないときは、懲戒規程により懲戒処分に付することがある。
２　注意書により勤務状況や勤務態度の改善を促しても改善されない場合、その内容が就業規則等の懲戒事由に該当する場合は、懲戒規程により懲戒処分とする。

（内規の改正）
第８条　この内規の改正は、理事長が決定し理事会に報告する。

（その他）
第９条　この内規の定めにより難い場合については、理事長が定める。

附則
この内規は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。


















（別紙１）
令和　　年　　月　　日
記録者　○○　○○　印

指　導　内　容　書

	対象者の所属・氏名
	所属　
氏名　

	口頭指導
	令和　　年　　月　　日　　　時　　分頃
内容
令和　　年　　月　　日　　　時　　分頃
内容
令和　　年　　月　　日　　　時　　分頃
内容

	指導書交付の問題行為
	令和　　年　　月　　日　　　時　　分頃
場所
内容

	業務に与えた影響
	

	指導の内容（指導の具体的内容）
	

	指導に対する応答
	

	備考
	

	添付書類
	指導書・その他（　　　　　　　　）



令　和　　年　　月　　日
確認者　職名　○○　○○　氏名　○○　○○　印
（別紙２）
令和　　年　　月　　日
記録者　○○　○○　印

注　意　内　容　書

	対象者の所属・氏名
	所属　
氏名　

	口頭注意
	令和　　年　　月　　日　　　時　　分頃
内容
令和　　年　　月　　日　　　時　　分頃
内容
令和　　年　　月　　日　　　時　　分頃
内容

	注意書交付の問題行為
	令和　　年　　月　　日　　　時　　分頃
場所
内容

	業務に与えた影響
	

	注意の内容（注意の具体的内容）
	

	注意に対する応答
	

	備考
	

	添付書類
	注意書・その他（　　　　　　　　）



令　和　　年　　月　　日
確認者　職名　○○　○○　氏名　○○　○○　印
（別紙３）
令和　　年　　月　　日

○○課
支援員　○○○○　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人　〇〇〇〇
  〇〇課長　〇〇〇〇　印

指　導　書

例

貴殿は、現在当法人の○○部○○課に所属し、○○の業務に従事していますが、口頭では何度も指導してきたにもかかわらず、同じ業務に従事する他の職員に比べて極めて業務の遂行が遅く、ミスが多い状況にあります。
つきましては、今後は業務に集中し、効率化を図るとともに、ミスを少なくするように努力してください。
当面、所定労働時間内で集中して、同時間内に他の職員と同水準となるよう努力してください。そのため、当面、残業は一切行わず、所定労働時間内で仕事を処理してください。
　以上、本書をもって指導致します。





記

本書面を令和　　年　　月　　日に受領いたしました。
今後は、指導を受けた事項について、改善するよう努力致します。

氏名　　　　　　　　　　　　　　印





（別紙４）
令和　　年　　月　　日

○○課
支援員　○○○○　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人　〇〇〇〇
  〇〇課長　〇〇〇〇　印

注　意　書

例

貴殿は、これまで口頭で何度も注意を受けているにもかかわらず、職場を無断で離脱し、連絡が取れなくなることを繰り返しており、勤怠不良といわざるを得ません。
貴殿のかかる勤務態度は、ほかの職員への業務に重大な支障を与えかねません。また、貴殿のかかる行為は、就業規則○条に違反するものです。
つきましては、今後、このような勤務態度を改善されるよう、本書をもって注意致します。




記

本書面を令和　　年　　月　　日に受領いたしました。
今後は、注意を受けた事項について、改善するよう努力致します。

氏名　　　　　　　　　　　　　　印









社会福祉法人〇〇〇〇　職員採用内規

[bookmark: _Hlk21002696]制　　定　令和〇〇年〇〇月〇〇日
改　　正　令和〇〇年〇〇月〇〇日


（目的）
[bookmark: _Hlk211331635]第１条　この内規は、社会福祉法人〇〇〇〇常勤職員就業規則第〇条（採用手続）及びパートタイム職員就業規則第〇条（採用手続）について、適正な方法により選考することを目的とする。

（選考の方法）
第２条　法人職員定数に欠員を生じ又は定数の増加より職員を新に採用するときは、次の方法によるものとする。但し、履歴書等の判断にて選考試験を行わない場合もある。
[bookmark: _Hlk21000238](１)　筆記試験又は小論文（省略する場合がある）
(２)　面接試験
(３)　実習試験（省略する場合がある）
(４)　経歴評定
(５)　身体検査（業務に支障がないかの確認）
　　　健康診断表（口頭による確認の場合もある）
２　選考者は、室長・課長・係長・主任の内、理事長が指名した２名が行う。
　　２名のうち１名は必ず室長・課長でなければならない。
３　選考は、採用評定表による。

[bookmark: _Hlk21000416]（実習試験）
第３条　実習試験は、法人内事業所にて行う。
[bookmark: _Hlk21000296]２　実習期間は１日～３日間とし、実習担当者は実習事業所の所長とする。

（実習評価）
第４条　実習担当者は実習終了後、別に定める実習評価表に評価を記載し選考者に提出しなければならない。

（合否）
第５条　選考者は、実習終了後５日以内に第２条に定める選考方法を基に採用評定表を理事長に提出し、理事長が合否の決定を行う。


（雑則）
第６条　この内規に規定するもののほか、実施の細部についての必要な事項は理事長が定める。

（内規の改正）
第７条　この内規の改正は、理事長が決定し理事会に報告する。

附則
この内規は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。




























[bookmark: _Hlk32225781]社会福祉法人〇〇〇〇　職員採用面接に関するマニュアル


（目的）
１．なぜ面接を行うのか
　「なぜ面接をする必要があるのか」「面接は本当に必要なのか」を考えてみます。
（１）採用するかどうかを見極める
初めて会った求職者の人柄や法人の職員として相応しいかを、極めて限られた時間で見抜く必要があります。能力はもちろん、コミュニケーションやストレス耐性を含めて、この求職者が実際に働いたらどのように活躍するかをイメージします。
（２）法人のアピールのため
面接者は法人の顔と言えます。面接者の言動や仕草で、一瞬にして法人の印象が変わります。ですから「あの法人の面接は良かった」と思ってもらえるような面接を心掛けます。
（３）口説く。想いを伝える
想いを伝えるのは、求職者だけではありません。面接者もしっかりと求職者に想いを伝えて、「この法人の職員になりたい」と思わせることが求められます。
現在、福祉業界は売り手市場です。求職者は当法人以外にも採用試験を受けていると考えるべきですし、他法人と比較されているという意識をしっかりと持つべきです。ですから、面接はこちらからも求職者へ直接アピールできる絶好の機会です。法人の想いをしっかりと求職者の心に届けて、求職者の心を掴みましょう。
（４）ミスマッチ防止
これが最大の面接者の責任であり、やりがいです。
優秀な人材が採用出来れば、現場は喜びます。「優秀な人材をありがとう」「さすが見る目がある」と面接者を高く評価します。
一方、ミスマッチが発生すると現場からは、「忙しいのに変な人材採用して」「人の見る目ない」と評価が下がります。
闇雲に採用すると現場は大混乱となります。面接者は失敗が許されない大事なポジションです。
また、求職者に即戦力となる能力があっても、法人の風土や部署に合わないと、せっかく採用したのに、トラブルや早期離職につながることもあり得ます。既存の職員集団と求職者のバランスも同時に見極める必要があります。
まさに採用は法人の生命線なのです。
（５）求職者の本音を引き出す
応募者が持っている能力から、希望している業務・性格・意欲など、短い面接の場で可能な限りの情報を把握する必要があります。
（６）法人の情報提供
求職者が知りたいと思っている情報を的確に伝える技術も必要です。
面接では「法人も選ばれている」という視点を忘れずに、求職者が求めているであろう情報を把握し、臨機応変に情報提供するスキルが求められます。
過不足なく、的確に法人の情報や思い等を伝える必要があります。

（注意点）
２．面接の注意点と心構え
面接者を務めるためにはしっかりとした事前準備が必要です。準備をせずに面接に臨むことほど危険なことはありません。面接者にとって大事なポイントについて、以下に記します。
（１）面接の目的をしっかりと把握する
まず、面接の目的をしっかりと把握します。「新卒なのか中途なのか」「採用する部署はどこなのか」、基本的なことですが、面接の目的が不明確だと面接中に論点がブレてしまい、どうでも良いことを質問してしまうことになりかねません。また、なぜ新卒採用で「○○人」を採用するのか、なぜこの部署で人材を中途採用したいのかといった観点も、採用の目的として捉えておく必要があります。
（２）どういう人材を採用すれば良いのかしっかりと把握する
面接を行うにあたって、どんな人材を採用すれば良いのか、採用担当の上司としっかりすり合わせておきます。どんな人材を採用するのかという観点は、「大事なポイント」の中でも特に重要な点です。人材はかけがえのない法人の財産であり、人材が法人を動かしていくからです。採用は総務の一機能と思われがちですが、人材は法人の経営方針にも繋がっていますので、理事・管理職等とよく相談して、どんな人材を採用すべきかということを、しっかりと念頭に置いておく必要があります。
（３）どのような質問をすれば良いのか整理し、質問の目的を明確にする
面接の準備の最終段階です。面接の目的、そして人材を採用するために、どういう質問をすれば良いのか考えます。求職者の反応を想定しながら質問事項を考えていくと良いです。そして、必要な質問、不要な質問を整理していくことで質問の目的を明確にすることが重要です。質問を通じて、求職者に面接者の質問の意図を伝えられるくらいに「分かりやすい」「明確な」質問をすることに心掛けます。

（進め方）
３．採用面接の流れや進め方について
（１）最初に応募書類にしっかりと目を通しておく
面接する上で、求職者の応募書類に目を通しておきます。応募書類には履歴書、エントリーシート、中途採用の場合は職務経歴書があります。応募書類を読むポイントは、志望動機を読み取ることです。志望動機は以下の観点で読み取ると良いです。
➀ 当法人にどのくらいの熱量をもって応募しているのか
② 応募者はなぜ当法人でなければならないと思っているのか
③ 応募者は当法人との接点を見出した上で応募しているのか
また、応募書類からどんな人物なのかを想定してみます。想定しておけば、実際の面接の場面で初めて人物を知るよりも効率的に面接を進められます。「一体どんな人物なのだろう」と考えながら面接に臨むと、聞きたいことが聞けなかったり、論点を誤ったりしてしまいます。
面接が成功するか否かは、「事前準備」次第と言っても過言ではありません。また、面接者はインタビュアーと言えます。質問する際に一番重要なのは、間違いなく「事前準備」です。事前に履歴書の内容を把握し、どのような質問をすれば引き出せるのかを考えます。的確な質問は応募者からの信頼も得られることになります。
（２）公平な評価のため面接は複数で行う
最低でも二人以上の複数で面接を行うことが必要です。一人での面接を行った場合、先入観や好き嫌いの感情で判断してしまうことにつながり、公平な評価ができにくくなります。　　　
面接に際してはチェックシートを作成し、意見が分かれた場合には、チェックシートに基づき判断します。
（３）面接時間
最低10分は欲しいところ。人数が少なければ、出来れば30分～1時間ぐらい時間を取っても良いです。
（３）緊張をほぐす
面接導入時の「アイスブレイク」はとても大切な過程です。なぜなら求職者は極度の緊張をしているからです。
求職者にとっては、初めて行く法人で、初めて会う人に想いを伝えなくてはいけません。
採用面接のためとはいえ、求職者にとってはかなりのストレスとなります。ですから、時間に余裕を持って、いきなり質問に入らずに、先に面接者から自己紹介をして雑談から入ることは、とても大切な過程となります。
（４）法人の情報提供
求職者と法人の間に認識に相違がないか、法人概要・採用職種・業務内容についての情報提供を行います。面接では積極的にコミュニケーションを取り、求職者と法人側の求めるものがマッチする部分について話し合うことが必要です。
（５）知りたいこと、質問などを通して掘り下げる
面接者は事前に準備した質問を繰り出していきます。「知りたいこと」「聞きたいこと」については事前に質問を用意しておき、質問を重ねて掘り下げます。とは言え、面接は対人関係の場ですので、求職者の出方によって、臨機に質問内容を変えたり、質問に質問を重ねて掘り下げていくことが必要です。
（６）応募者からの質問に答える
面接の最後に求職者が質問できる場面を持ちます。その際、求職者は面接者が想定していないことを質問する場合があります。面接者は全てを網羅する必要はありませんが、人事制度、教育制度、福利厚生、職場の雰囲気程度のことは答えられるように準備をしておく必要があります。
（７）面接終了が本番
インタビューでもそうですが、終わって本音が聞けるものです。なぜなら、安心して本音が出るからです。雑談を挟みながら、ここで一番聞きたい質問をしてみましょう。

（面接者の姿勢①）
４．失敗する面接者の特徴
① 横柄な態度
「腕や足を組んだ」「タメ口」等横柄な態度で面接に臨んではいけません。
求職者がわざわざ当法人に応募してくれたことに対し感謝を伝えて、誠実な対応を心掛けます。求職者だからと言って、上から目線で接してはいけません。相手に対して敬意を払い、誠実な対応を心がけましょう。
② 短時間で合否を決める
初対面の相手を短時間で見抜くのはとても難しいことで、「第一印象で大体分かる」という考えは間違いです。第一印象は必ずしもその人の本来の姿を表したものではありません。第一印象に引っ張られ過ぎると、間違った評価に繋がることもありますので注意します。
2 一問一答型
これも失敗する原因の一つです。なぜなら回答に対しての深堀が出来ないからです。

（面接者の姿勢②）
５．求職者に好かれる面接者はどのような人物
① 印象の良い面接者
・ 対応が誠実で、同じ目線で接してくれた
・ しっかりと応募者の話を聞いていた
・ 事前に提出した情報をきちんと理解していた
・ どちらかが一方的に話すのではなく、お互いにバランスよく発言できた
・ 質問内容が、こちらの長所を引き出すものだった
・ うなづきや表情など、姿勢や態度に好感を持てた
・ 適切なアドバイスをくれた
※　人となりをしっかり見ている回答が多いです。
②　印象の悪い面接者
・ 人となりが感じられない
・ やる気が感じられない
・ マニュアル通り・流れ作業だと感じられた
・ 姿勢や態度が悪かった
・ 暴言や上から目線の発言があった
・ 話を何度も遮られた
・ 質問がほとんど無かった
・ 意図の分からない質問をされた
・ 事前に提出している情報を把握されていなかった
・ 圧迫面接をされていると感じた
・ 面接時間が非常に短かった
※　面接には「法人の存続を分ける」と言って良い位大きな役割があります。そのことを念頭に置き面接者は面接に臨みましょう。

（質問内容）
６．面接者が行う代表的な質問について
面接者が行う代表的な質問について以下に記します。
（１）面接者の質問例やポイント（新卒の場合　新卒採用面接時の質問例やポイント）
① 学生時代に頑張ったことを掘り下げる
学生は社会人として働いたことがないので、職務経験を聞くことができません。その代わりに当法人に入職して成果を上げられそうか、働いていけそうか、適性はどうかといった点を見極めるために、「学生時代に頑張ったこと」を聞いていきます。留学、ゼミ、研究、勉強、部活、ボランティア活動など、学生時代に頑張った点を把握します。その上で、「実際、どの程度、本人が頑張ったのか」を掘り下げていきます。
「頑張った」とは言うものの、意外と本人の関わりが少なかったり、頑張ったという基準が低い場合があり得ます。福祉の実践場面では利用者への丁寧で継続的な関わりや創意工夫が求められるので、一回頑張っただけではなく、二度も三度も、頑張りを継続できたかを見ていければ入職後も活躍してくれるものと考えられます。
② 学生時代のアルバイトについて掘り下げる
学生時代のアルバイトでの経験は仕事に密接に関わりますので、丁寧に聞き取ります。単にお金稼ぎではなく、バイトを通じて何を得たのか、そして社会人になって経験をどう活かせるのか、質問していきます。「学生時代の頑張った経験」同様に、福祉の実践場面では利用者への丁寧で継続的な関わりや創意工夫が求められるので、その点を確認できるような経験を聞き出せるように掘り下げます。
③ 法人選びの基準や就活で重視しているポイントなど
求人者がどのような基準で法人を選んでいるかを聞くと、志望する業界への一貫性が分かります。就職活動で重視しているポイントを聞くと、働くことで何を求めているかが分かります。
（２）面接者の質問例やポイント（中途の場合　中途採用面接時の質問例やポイント）
①　前職での実績や役割など
中途採用は何らかの職務経験を持つ人材を採用します。従って求職者の前職の実績や役割がどういうものだったかを質問します。実績や役割が明確化すれば、入職後にどれだけ活躍できるかがある程度予測ができます。このため、前職での実績や役割をしっかりと聞き取ります。
新卒と同じですが、福祉の実践場面では利用者への丁寧で継続的な関わりや創意工夫が求められるので、その点を確認できるような経験を聞き出せるように掘り下げます。
②　転職理由 
中途採用に応募する人には転職理由があります。転職理由を聞く時のポイントは以下の通りです。
・ 転職したい理由は何なのか？
・ 当法人に入職することで、前職における不満は解消されるのか？
・ 入職しても辞めてしまうのではないか？
・ ネガティブな理由だけでなくポジティブな理由があるか？
③　入職してからやりたいこと
　　中途採用で応募してくる求職者には、入職してからやりたいことがあるはずです。ですから、面接では「やりたいこと」を質問します。「やりたいこと」は転職理由と繋がりがあります。むしろ「やりたいこと」があるから転職したいと言っても良いでしょう。漠然と転職したいと願うのではなく、「やりたいこと」というポジティブな希望があるから転職したいという関連性を面接では掘り下げて聞き取ります。

（タブー）
７．面接者の心得：聞いてはいけない質問（タブー）など
面接者の心得として、求職者に聞いてはいけない質問（タブー）があります。これらの心得が守られていないと、的確な質問を行ったところで面接者やひいては法人への心象が悪くなります。現在はSNSが発達していますから、面接者がタブーを質問したことが、多くの人に拡散される可能性がありますので要注意です。
➀ 本籍・出生地や家族に関すること
② 本籍・出生地に関することは質問してはいけません。また、家族に関することも質問してはいけません。就職差別やプライバシー侵害に繋がるからです。
③ 仕事に関係のないプライベートなこと （彼氏・彼女の存在や出産のことなど）
仕事に関係ないプライベートなことも質問してはいけません。「結婚退職されては困るから」と、恋人の存在を尋ねる面接者がいますが、恋人の存在と仕事とは関係がありませんのでタブーな質問となります。同様に出産も仕事と関係ないことなので質問してはいけません。
④ 支持している政党などについて
支持政党、宗教、労働組合についてなどといった、個人の思想・信条に関する事柄を質問してはいけません。これは憲法で保障されている自由権を侵害することになります。

（質問例）
８．求職者を見極めるための質問（例）
①　自己紹介をお願いできますか？
→　これでプレゼン能力を判断します。
端的で簡潔に分かりやすく話す求職者は有望です。
逆に長々とまとまりのない話をする求職者は見合わせた方が良いでしょう。
②　長所と短所をお聞かせください
→　自分自身について、どの程度把握しているかを判断します。
理路整然と話せる求職者は有望です。
内容のつじつまが合わない求職者は見合わせた方が良いでしょう。
③　あなたにとって仕事とは何ですか？
→　これについての正解はありません。
回答次第でこの人と一緒に働きたいかを見極めます。
④　今まで苦労したことと、それをどのように乗り越えましたか？
→　今までどの程度苦労してきたかで、その人のレベルが分かります。
このストレス耐性で配属先の決定もできるでしょう。
⑤　この仕事で一番重要なものは何でしょうか？
→　業務が明確な場合はこれを聞きましょう。
求められる役割やスキルを、どの程度理解しているのかを知ることができます。
あまりにも的外れな返答をする求職者は見合わせた方が良いでしょう。
⑥　なぜ転職回数が多いですか？
→　転職が多い場合は、この質問を必ず聞きましょう。
これは、ポジティブかネガティブ転職の判断が出来ます。
前職の愚痴や不満を並べるだけなのか、不満を今回の転職によって解決したいという意欲があるのか等を確認します。
[bookmark: _Hlk32231539]⑦　身体と心は健康ですか？　服薬している薬はありますか？
　　→　心身の健康状態を確認します。
[bookmark: _Hlk32231426]⑧　何か要望はありますか？
→　求職者が何を求めているのかを知ることができます。




職員採用面接に関する手順

日程調整

面接者の確認　職員採用内規参照　（主任以上２名）

面接者の打ち合わせ　流れの確認を行う
　① アイスブレイク　　　　　　　　　　　　　５分
　② 法人の説明　　　　　　　　　　　　　　１０分 ～ １５分
　③ 質問・会話（履歴書を見ながらの質問）　２０分
　④ 応募者からの質問　　　　　　　　　　　１０分 ～ １５分
　⑤ 事務的な確認
　⑥ 見学

　当日（面接者）
　① 服装・髪型等、清潔感にとことんこだわる。
　② 口臭（特にタバコの臭い）に注意
　③ 仕事に関係ない質問は禁止
　④ リラックスできる雰囲気作り
　⑤ 絶対に偉そうな態度はとらない
　⑥ 言葉遣いに注意


当日の流れ
面接者来園　面接をする場所に案内　お茶を出す（事務職員）
役職をはっきり伝え、名刺を渡す。
面接開始
　① アイスブレイク　　　　　　　　　　　　　５分
　　　応募者の緊張をほぐすため、今日の天気や出身地などの会話をする。
　　　場を和ませる。
　② 法人の説明　　　　　　　　　　　　　　１０分 ～ １５分
　　　パンフレット等を基に法人の事業内容　どんな事業を行っているか
　　　なぜ募集しているか　欠員・組織強化・業務負荷の分散
親切な法人だと印象付ける
　　　誰が説明するか、打ち合わせで確認しておく。
　③ 質問・会話（履歴書を見ながらの質問）　２０分
　　　面接者の打ち合わせにて確認しておく　質問ははっきり、わかりやすく
　　　相手のいいところを見つける
　④ 応募者からの質問　　　　　　　　　　　１０分 ～ １５分
　　　不安に思っていることや採用までに知っておきたいことなど
　　　質問内容について、どちらが答えるかも確認しておく。
　⑤ 事務的な確認
　　　実習の予定　合否までの日数（実習終了後５日以内）　連絡方法等
　⑥ 見学
[bookmark: _Hlk32230664]　　　誰が案内するか、どこを案内するか打ち合わせで確認しておく。

面接者によって
　「こんな人と一緒に働きたい」と思うか
　「こんな人のいる法人には入りたくない」と思うか
面接者の不快な態度・言動が辞退につながります。
面接者の対応（人柄・印象）が採用につながります。


















[bookmark: _Hlk20746911]職員・実習評価表

実習者氏名　　　　　　　　　

	評定項目
	着眼点
	評定

	服装・身だしなみ
	清潔で端正か・きちんとしているか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	態度・礼儀
	礼儀作法を心得ているか・落ち着きがあるか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	人柄
	誠実さが感じられるか・明朗感があるか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	協調性
	人づきあいがよさそうか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	理解力
	質問の内容を正しく理解できるか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	行動力
	利用者に対し、積極的に関わっているか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	話し方
	自分の考えを簡素にわかりやすく表現できるか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	基本的態度
	利用者の人権を侵害するような言動はなかったか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１



	【コメント】




令和　　年　　月　　日
評価者　役職　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　

職員・面接評価表

面接者氏名　　　　　　　　　　

	評定項目
	着眼点
	評定

	服装・身だしなみ
	清潔で端正か・きちんとしているか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	態度・礼儀
	礼儀作法を心得ているか・落ち着きがあるか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	人柄
	誠実さが感じられるか・明朗感があるか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	協調性
	人づきあいがよさそうか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	積極性・行動力
	ものごとに前向きに取り組む姿勢があるか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	理解力
	質問の内容を正しく理解できるか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	話し方
	自分の考えを簡素にわかりやすく表現できるか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	職業意識
	就職に関してはっきりした認識があるか・仕事をよく理解しているか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１



	【コメント】




令和　　年　　月　　日
評価者　役職　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　

職員・採用評定表

実習者氏名　　　　　　　　　

	評定項目
	着眼点
	評定

	服装・身だしなみ
	清潔で端正か・きちんとしているか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	態度・礼儀
	礼儀作法を心得ているか・落ち着きがあるか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	人柄
	誠実さが感じられるか・明朗感があるか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	協調性
	人づきあいがよさそうか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	積極性・行動力
	ものごとに前向きに取り組む姿勢があるか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	理解力
	質問の内容を正しく理解できるか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	話し方
	自分の考えを簡素にわかりやすく表現できるか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	職業意識
	就職に関してはっきりした認識があるか・仕事をよく理解しているか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	障害者理解
	障害者と接したことはあるか・基礎知識を持っているか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１

	身体検査
	業務に支障がないか
	優　　 普　  　劣
５　4　３　２　１



	人物評価・その他
	【コメント】

	総合評価
	Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ　　Ｅ
採用                   不採用
	【検討事項】




評価者　役職　　　　氏名　　　　　　　　　　役職　　　　氏名　　　　　　　　　　

合否欄　　　　　 採　用　　　　　不採用　　　　　　　理 事 長　 〇 〇　〇 〇　㊞
社会福祉法人〇〇〇〇　ホメールカード細則

制　　定　令和〇〇年〇〇月〇〇日
改　　正　令和〇〇年〇〇月〇〇日


（目　的）
第１条　この規則は「社会福祉法人〇〇〇〇ホメールカード」（以下「ホメールカード」という）の授与について必要な事項を定めます。

（「ホメールカード」の趣旨）
第２条　ホメールカードは、社会福祉法人〇〇〇〇（以下「法人」という）の日々の業務に携わる法人の職員で、法人の名誉を高め、かつ誇りとなるすべての事業所または職員に授与し、職員一同がより一層業務に精進すると共に人間性豊かな職業人となることを目指します。

（「ホメールカード」授与理由及び授与方法）
第３条　次のいずれかに該当した事業所または職員には、〇〇長、〇〇長、〇〇長（以下、三役という）よりホメールカード（ライオンカード）を授与します。
（１）日々の業務において、ユニークな、もしくは特筆すべき業績をあげた場合。
（２）法人の理念・基本方針・使命・職員行動指針・理想とする職員・人間尊重主義等を遵守し他の職員の模範となった場合。
（３）法人の運営に関して、永年にわたって努力し、その功績が法人及び事業所の発展に寄与した場合。
（４）日々の保育・療育・支援・介護・相談・医療等の活動(以下活動とします)で利用児者が喜び、納得する、成長する、適応する力が見られた場合(詳細は各部会によって違うので細則を設定します)。
（５）来客や外部の方に明るく接し応対が心地よく、他から喜ばれる接遇が出来た場合。
（６）各事業所の外回りや内部を清潔に保ち、良い環境作り（トイレ・作業室・廊下等の清掃やゴミ拾いや破損に細心の注意を払っている）に努めている場合。
（７）いつも笑顔で挨拶や話し方が明るく、周りに良い雰囲気を常に醸し出している場合
（８）常にご家族や外部の人の気持ちになって話を聞き、共感し支援ができる場合。
（９）仕事を前向きに捉えて積極的に取り組めている場合。
（10）上記以外で三役がホメールに値すると認めた場合。

第４条　次に該当した事業所または職員には、ホメールカード（ピーコックカード）を授与します。
（１）ピーコックカードは誰でも授与することができます。ホメールをしたい職員が授与してください。
※　ホメールカード授与者は裏面のQRコードを読み取り申請してください。また、申請が正しいものかを照合するために、管理者は人事部までカードをスキャンし提出してください。

（ホメールカードの表彰）
第５条　ホメールカードの表彰を1年に1度行います。
（１）ホメールカード（ライオンカード）を1枚以上獲得した事業所または職員
（２）ホメールカード（ライオンカード・ピーコックカード）を10枚以上渡した事業所または職員（褒めた職員）
（３）ホメールカード（ピーコックカード）を5枚以上獲得した事業所または職員（褒められた職員）

（ホメールカード授与及び特典）
第６条  ホメールカードは、法人内のすべての職員に授与することができます。
（１）ホメールカード（ライオンカード）は現金〇〇〇円を支給します。
（２）ホメールカード（ピーコックカード）は10枚で現金〇〇〇円を支給します。（褒めた事業所または職員）
（３）ホメールカード（ピーコックカード）は5枚で現金〇〇〇円を支給します。（褒められた事業所または職員）
2　支給される現金は給与とあわせて支給し、支給上限を〇,〇〇〇円（年度ごと）とします。

（表彰対象者及び表彰方法）
第７条 　ホメールカード規則第5条に該当する事業所または職員を対象とします。
（１）集計はＱＲコードの入力結果に従い、人事部にて集計します。
集計期間は年度ごと（４月１日から翌年３月３１日）とします。
（２）表彰は、毎年行われる表彰式で原則表彰します。

（細目）
第８条　この細則に定めていない事項は、〇〇会議で検討し決定します。

附則
この細則は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。



社会福祉法人〇〇〇〇　禁止行為審査会設置・運営細則

制　　定　令和〇〇年〇〇月〇〇日
改　　正　令和〇〇年〇〇月〇〇日


　(目　的)
第１条　この細則は、「人権侵害防止規程」並びに「ハラスメント防止規程」を適切に運営するための、「禁止行為審査会」（以下「審査会」という。）の設置・運営について定めるものである。

　(審査会の設置・運営)
第２条　前条の設置・運営については、次による。
（１）	審査会の設置
　　ア 職員から、「人権侵害防止規程」第6条及び「ハラスメント防止規程」にもとづく届出があった場合は、「人権委員会」の委員長、理事長に報告する。
　　イ 届出の内容から、詳細な説明を求める必要があると思われる場合は、「人権委員会」の委員長および理事長が指名する法人の役員又は職員により、届出者に説明を求めるとともに、関係者の事情聴取にあたる。
　　ウ 前項による対応の結果、届出の内容が適切でないと認められる場合は、その旨を届出者に説明し届出を却下する。
　　エ イ項による対応の結果、届け出の内容が禁止行為に該当すると認められる場合は、速やかに審査会を開催する。
（２）審査会の出席者等
ア 審査会の出席者は、法人の役員２名、人権委員会全委員とし、苦情解決委員の出席をもとめる。
　　イ 法人役員からの出席者は、理事長が指名し、内１名は審査会の座長となる。
　　ウ 出席者が、第１条の各規程の当事者である場合は、検討会から除外する。
　　エ 出席者は、職務上知り得た秘密を、その職を退いた後も含めて、他に漏らしてはならない。
（３）審査会の運営
ア 審査会は、必要に応じて随時開催する。
イ 議事録は作成しないことにする。
ウ 会議の記録、メモは持ち出さないことにする。
エ 配布資料は、会議終了後に回収し、裁断・廃棄する。
オ 審査会の結果は、報告書を座長から意見を付して理事長に提出する。

　(実施期日)
第３条　この細則は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。



































[bookmark: _Hlk211351090]社会福祉法人〇〇〇〇　確認カメラ設置及び運用に関する要綱

制　　定　令和〇〇年〇〇月〇〇日
改　　正　令和〇〇年〇〇月〇〇日


（趣旨）
第1条	この要綱は、個人のプライバシーの保護と個人情報の取扱いに留意し、本要綱に定める設置目的を達成するため、社会福祉法人〇〇〇〇（以下当法人という。）　が運営する各施設・事業所に設置する確認カメラ（以下カメラという。）の設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、その適正な設置及び運用を図るものとする。

（定義）
第２条　この要綱においてカメラとは、録画のため特定の場所に固定して設置した撮影装置及び記憶装置をいう。

（設置目的）
第３条　カメラの設置の目的は、各施設・事業所における利用者等に係る事故、怪我等の発生時の検証資料として活用し、利用者及び家族等への説明責任を果たすとともに、再発防止に生かす。
２　防犯、犯罪等の抑止等施設の適正管理をし、利用者、職員の安心・安全を図る。

（設置場所）
第４条　設置場所及び設置台数は、別紙配置図のとおりとする。
２　カメラの撮影区域の見やすい場所に、「カメラ作動中」と記載した表示板を掲示する。表示板には、設置者名を記載するものとする。

（管理体制）
第５条　カメラの適正な設置運用を図るため、管理責任者を置くものとする。
２　管理責任者は、当該カメラ設置事業所の管理者とする。
３　管理責任者の責務は、下記の通りとする。
（１）画像により知り得た情報の漏えい、又は不正な使用の防止のため必要な措置に関すること
（２）カメラの設置及び運用に関する苦情や問い合わせに関すること
（３）その他画像の適正な取扱いに関すること
４　カメラの操作及び関連機器の取扱いを行う操作取扱者は、管理責任者とする。

（画像データの管理体制）
第６条　本カメラの録画システムは、カメラ設置・運営会社にデータ管理を委ねており（クラウドシステム）、画像データ取得のためのアクセス等は以下の通り取り扱う。
（１）	画像データへのアクセス権限は、管理責任者が有する。緊急を要する場合や管理責任者が不在等の場合は、理事長が指名した他事業所の管理責任者が代行できるものとする。
（２）	画像データの確認手順は下記のとおりとする。
要確認事案発生→　理事長の許可→　画像アクセス→　画像確認→　必要に応じて他の管理責任者及び関係者で画像確認→　事案により取り扱いを検討
（３）	画像データの外部への持ち出し、転送を禁止する。
（４）	画像データの保存期間
画像データの保存期間は、30日間とする。但し、行政や法令等に基づき求められた場合はこの限りではない。
（５）	画像データの消去
　　　　確認または検証のため、管理責任者によりダウンロードし保存された画像データは、その必要がなくなった後管理責任者が速やかに消去する。
（６）	その他の機能の活用
カメラ録画機能のほかセンサー機能としてパトライトシステムを採用し、利用者の見守り及び安全確保に役立てる。パトライトシステム運用の詳細は事業所ごとに定める。

（画像データの確認と取扱い）
第７条　画像データを確認する場合、操作権限は管理責任者が持つ。管理責任者は、権限を行使する場合、理事長の許可を得るものとする。
２　確認案件に緊急性がある場合は、この限りではない。
３　当該管理責任者が不在の場合で緊急を要する場合は、理事長が指名した他の事業所の管理責任者がこれを代行できるものとする。
４　管理責任者は、確認案件に応じて、管理職及びその他の関係職員の立会をもとめ、一緒に確認をすることができるものとする。
５　画像確認を必要とする事項は下記のとおりとする。
　ア　利用者の怪我、職員の不適切行為、その他トラブルの状況確認
　イ　利用者の無届外出等所在不明時の状況確認
　ウ　利用者及び職員等の安全確認
　エ　防犯上の状況確認
　オ　その他必要と判断した場合

（画像データの外部提供）
第8条　画像データは、設置目的以外の目的のために利用しないものとする。また、次の場合を除き、第三者に提供しないものとする。
（１）法令に基づく場合
（２）個人の生命、身体及び財産の安全の確保、その他公共の利益のために緊急の必要性がある場合
（３）画像から識別される本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合
ただし、画像の提供を行う場合は、要請者から確認カメラ画像データ開示申請書（様式1）を管理責任者に提出するものとする
（４）管理責任者は、前号の開示申請があった場合、理事長と協議の上、開示請求理由が妥当と認められる場合のみ、管理責任者等の立会の下で開示するものとする。また、開示申請の承諾の可否については、確認カメラ画像データ開示申請に係る承諾の可否（様式2）により、申請者に通知するものとする。

（画像データ取得等に伴う記録）
第９条　管理責任者は、第6条、第7条及び第8条に係る画像データの取得、閲覧、外部提供、消去等の取扱いについて、日時、理由、画像データ内容等とともに確認カメラ画像データ検索管理簿（様式3）に記録しなければならない。

（苦情等への対応）
第１０条　設置者及び管理責任者は、カメラの設置及び運用に関する苦情を受け付けたときは、誠実かつ迅速に対応するものとする。

（個人情報保護の遵守）
第１１条　当法人が運営する各事業所に設置するカメラの運用については、この要綱に定めるもののほか、当法人が定める個人情報保護規程によるものとする。

（要綱の改正）
第１２条　この要綱の改正は、当法人で検討した後理事長が決裁し理事会に報告する。

[bookmark: _Hlk212111535]付　則
この要綱は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。






様式１

確認カメラ画像データ開示申請書
令和　　年　　月　　日
管理責任者
　　　　　　　　　　　　様
本要綱第８条（３）の規定により、下記のとおり画像データの開示を申請します。
記
	開示申請理由
	

	画像撮影場所
	

	検索画像データ
	令和　　年　　月　　日　
　　時　　分頃から　　時　　分頃まで



申請者　住所

氏名

利用者との関係

様式２

確認カメラ画像データ開示申請に係る承諾の可否
令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　様

社会福祉法人〇〇〇〇
理 事 長　〇〇　〇〇


令和　　年　　月　　日付けで確認カメラ画像データの開示申請があった件について、本要綱第8条（４）の規定により協議した結果、下記のとおり通知します。
記
１．開示を（　承諾　・不承諾　）します。

２．不承諾の場合の理由














様式３

確認カメラ画像データ検索管理簿

	No
	年月日
	管理責任者
他閲覧者
	画像データ検索内容
	外部開示の有無（開示先）
	画像データの消去（保存データに限る）

	
	

	






	
	
	

	
	

	






	
	
	

	
	

	






	
	
	

	
	

	






	
	
	



[bookmark: _Hlk212117359]社会福祉法人〇〇〇〇　〇〇さわやか相談室に関する要綱

制　　定　令和〇〇年〇〇月〇〇日
改　　正　令和〇〇年〇〇月〇〇日


（目的）
第１条　社会福祉法人は〇〇〇〇は「〇〇〇基本宣言」にもとづき、本人および本人の代弁者の相談（進路相談・財産管理・健康管理・心配ごと・その他の相談）と本人の苦情解決に対処するため「〇〇さわやか相談室」を設置し、人権擁護の推進につとめます。

（相談室の運営）
第２条　「〇〇さわやか相談室」は、「法人さわやか相談室」「施設さわやか相談室」「第三者委員」をもって構成し、相互協力して運営します。

（法人さわやか相談室）
第３条　法人さわやか相談室の委員は、本人自治会連合会3名、家族会2名、法人2名、職員代表2名の9名で構成します。
２　委員は、施設相談室で受け付けた苦情･相談及び虐待に関する対処、解決の経過および結果を法人に報告します。

（施設さわやか相談室）
第４条　施設さわやか相談室は、苦情受付担当者（職員）と苦情解決責任者（施設長）を設置します。
２　施設さわやか相談室の委員は、本人自治会1名、家族会2名、苦情受付担当者1名、苦情解決責任者1名の5名で構成します。
３　委員は苦情･相談及び虐待内容について協議（虐待に対しては、速やかに行政へ通報する）の上、問題解決に全力をあげて取り組みその対処、解決の経過および結果を法人さわやか相談室に報告します。

（第三者委員）
第５条　法人は社会性、客観性を確保するため第三者委員を設置します。
２　第三者委員は苦情申出人の意向により必要に応じて、助言または立会いをし、解決に努めます。
３　第三者委員は施設さわやか相談室の受け付けた苦情･相談を状況に応じて報告を受けます。なお、虐待に対しては、「社会福祉法人〇〇〇〇虐待防止対応規程」に基づき速やかに行政へ通報します。
　
（実施の方法）
第６条　施設内への掲示、パンフレットの配布等により、苦情解決責任者は、利用者に対して、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名・連絡先や、苦情･相談解決及び虐待の発見の通報の仕組みについて周知します。

（苦情）
[bookmark: _Hlk212111316]第７条　苦情については下記の通りとします。
　（１）苦情受付
　　　①　苦情受付担当者は、申出人からの苦情を随時受け付けます。なお、第三者委員も直接苦情を受け付けることが出来ます。
　　　②　苦情受付担当者は、申出人からの苦情受付に際し、次の事項を申込用紙（様式１）に記録し、その内容について苦情申出人に確認します。
　　　　ア）苦情の内容
　　　　イ）苦情申出人の希望等
　　　　ウ）第三者委員への報告及び第三者委員の助言、立会いの要否
（２）苦情受付の報告・確認
　　　①　苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者に報告します。苦情解決責任者は事実確認をします。但し、（１）で申出人が意思表示した場合、第三者委員へも報告します。
②　投書など匿名の苦情については、必要に応じて第三者委員に報告し、適切な対応を行います。
　　　③　第三者委員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。
　（３）苦情解決に向けての話し合い
　　　①　苦情解決責任者は苦情申出人との話し合いによる解決に努めます。
　　　②　苦情申出人または苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員・各専門機関の助言･立会いを求めることが出来ます。
　　　③　苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いは次により行います。
　　　　ア）苦情内容の確認
　　　　イ）解決案の調整、助言
　　　　ウ）話し合いの結果や改善事項を申込書（様式１）にて互いに確認します。
　（４）苦情･相談解決の記録、報告
　　　①　苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について記録します。
　　　②　苦情解決責任者は、必要に応じて苦情解決結果について法人さわやか相談室に報告し、必要な助言を受けます。
　　　
（相談）
第８条　相談については下記の通りとします。
　（１）相談受付
　　　①　申出人からの相談受付は全職員が対応します。職員は、申出人からの相談を随時受け付けます。なお、第三者委員も直接相談を受け付けることが出来ます。
②　職員は、申出人からの相談受付に際し、次の事項を申込用紙(様式１)に記録し、その内容について申出人に確認をします。
ア）相談の内容
イ）申出人の希望
ウ）第三者委員への報告及び第三者委員の助言、立会いの要否
　（２）対応
　　　①　苦情解決責任者は、申出人の相談事項の解決に努めます。
　　　②　職員は、相談受付から解決までの経過と結果について記録します。
　　　③　苦情解決責任者は、必要に応じて相談解決結果について、法人さわやか相談室に報告し、必要な助言を受けます。

（虐待）
[bookmark: _Hlk214956744]第９条　虐待については、「社会福祉法人〇〇〇〇虐待防止対応規程」に基づき対応する。

（要綱の改正）
第１０条　この要綱の改正は、〇〇〇〇で検討した後理事長が決裁し理事会に報告する。

付　則
この要綱は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。












「〇〇さわやか相談室」苦情・相談申込書
	受付日 (うけつけび)
	令和 (れいわ)　　年 (ねん)　　月 (がっ)　　日 (ぴ)（　）
	受付者 (うけつけしゃ)
	

	申 (もう)
出 (しで)
人 (にん)
	ふりがな
氏 (し)　名 (めい)
	
	入
・通
	住所 (じゅうしょ)
	

	
	ご本人 (ほんにん)との関係 (かんけい)
	本人 (ほんにん)・親 (おや)・子 (こ)・その他 (そのた)（　　）
	TEL (でんわばんごう)
	

	申し出 (もうしで)が本人 (ほんにん)以外 (いがい)の場合 (ばあい)は本人 (ほんにん)の使命 (しめい)を記入 (きにゅう)
	所属 (しょぞく)
	

	今回 (こんかい)の内容 (ないよう)は苦情 (くじょう)ですか？　相談 (そうだん)ですか？
	苦情 (くじょう)　・　相談 (そうだん)

	今回 (こんかい)のお話 (おはなし)は第三者 (だいさんしゃ)委員 (いいん)の方 (かた)に聞いて (きいて)もらいますか？
	1 聞いて ( き)もらわなくて良い ( よ)
2 聞いて ( き)もらいたい

	内 (ない)
容 (よう)
	

	対 (たい)
応 (おう)
	



	確認
	



社会福祉法人〇〇〇〇
[bookmark: _Hlk212118466]社会福祉法人〇〇〇〇　職員ボランティア活動に関する要綱

制　　定　令和〇〇年〇〇月〇〇日
改　　正　令和〇〇年〇〇月〇〇日


（目的）
第１条　「医・職・住・友・悠」の５要素のうち、とりわけ「友・悠」の充実は、人生を豊かにするために大切な要素です。文化・スポーツの同好会活動等をはじめ個別的な余暇活動の支援を通して「生活のよろこび」の充実を目指します。利用者本人を中心に関係者みんなが共に楽しみ、成長し、自由で豊かな文化を創造することができたらすばらしいことです。「自助・共助・公助」の精神をもって、職員ボランティア活動に関する要綱を定め、文化・スポーツ振興を推進します。

（条件）
第２条　この要綱での条件は下記の通りとする。
（１）活動の対象は社会福祉法人〇〇〇〇の利用者本人またはその関係者であること。
（２）ボランティア活動は勤務時間以外であること。
（３）法人の了解を得た活動であること。
（４）同好会等事業実施内規により活動すること。

（活動）
第３条　この要綱での活動は下記の通りとする。
（１）文化　スポーツ同好会、愛好会、クラブ等の活動
【 茶道、絵画、器楽、やきもの、生け花、相撲、書道、ジョギング、サッカー
卓球、バトミントン、水泳、テニス、ボウリング、野球観戦、囲碁等 】
（２）個別的な余暇活動（原則として少人数グループで実施）
【 買物、映画、スポーツ観戦、観劇、イベント見学、旅行等 】

※　原則として、マンツーマンの外出等は移動支援(障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業)の対象となるので、公的制度の活用を図る。

（費用負担）
第４条　利用者本人にかかる経費並びに職員の活動経費は原則として下記のとおりの負担とする。
（１）利用者本人負担（自助）
（２）文化・スポーツ振興会の助成（共助）
（３）施設会計の認定限度額（公助）
利用者本人にかかる経費の負担内訳
	
	文化・スポーツ同好会活動
	個別的な余暇活動
（少人数グループ）

	交通費・入場料 参加費・宿泊費等
	利用者本人負担。但し、各同好会活動費
（文化・スポーツ振興会助成金及び参加費）の予算内で助成することができる。
	利用者本人負担

	食　費
	利用者本人負担。但し、各同好会活動費の予算内で助成することができる。
	利用者本人負担



職員にかかる経費の負担内訳
	
	文化・スポーツ同好会等の活動
	個別的な余暇活動
（少人数グループ）

	交通費・入場料 参加費・宿泊費等
	各同好会活動費の予算内で負担。予算を超える分は協議の上、施設会計並びに利用者本人参加費で負担する。
	利用者本人で職員分も負担

	食　費
	施設会計で1食につき〇〇円まで負担（上限）。超える分は職員負担。
	施設会計で1食につき〇〇円まで負担（上限）。超える分は職員負担。

	費用弁償
	施設会計から支給。日帰りの場合〇〇円。宿泊の場合〇〇円（1泊につき）。
	施設会計から支給。日帰りの場合〇〇円。宿泊の場合〇〇円（1泊につき）。



（清算）
第５条　精算は別紙「職員ボランティア活動報告書」で行うものとする。

（事故保障）
第６条　法人は、同好会活動参加者全員を対象に傷害保険に加入しなければならない。
２　職員互助会は、職員を対象に傷害保険（２４時間保障プラン）及びボランティア活動保険に加入しなければならない。
（要綱の改正）
第７条　この要綱の改正は、理事長が決定し理事会に報告する。

（その他）
第８条　この要綱の定めにより難い場合については、理事長が定める。

附則
この要綱は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。





























職員ボランティア活動報告書
活動内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人〇〇〇〇
	氏　名
	

	年月日
	自・令和　　年　　月　　日（　　）至・令和　　年　　月　　日（　　）

	内　容
	

	上記の通りお願いします
	確認者
	


事前交付
	日付
	金　額
	確認・決裁
	受 領 者

	／
	円
	
	㊞

	内　容
	


実施報告
	以下の通り報告します
	報告者
	㊞

	概算(A)
	円
	確認決裁
	㊞

	
	
	受領者
	㊞

	旅
費
	内
訳
	交通費
	円
	宿泊費
	円

	
	
	
	
	食
費
	朝食
	回　　　　　円

	
	
	
	
	
	昼食
	回　　　　　円

	
	
	
	
	
	夕食
	回　　　　　円

	
	
	
	
	
	計
	回　　　　　円

	
	
	参加費
	円
	費
用
弁
償
	日帰り
	円

	
	総　額(B)
	円
	
	宿泊
	円

	差引請求(B)-(A)
	円
	受領者
	㊞



	報告
	


編 集 後 記
　当協同会では経営・管理部会を立ちあげ法人規程類のモデル集を最初に手掛けたのは1991年（平成3年）のことであり30年余りを経ています。その間に5度の改正を行い、今回6度目の改訂作業を行いました。
モデル規程関係リンク集は当初紙ベースで会員関係施設に冊子を配布してまいりましたが、改定の度に分量が増大し情報活用の利便性からもデータ化して配信すること致しております。この度も会長法人（大和しらかし会）のホームページに掲載いたします。ご希望の関係法人はダウンロードの上ご活用ください。
従来5年おきに改訂を重ねてまいりましたが、コロナ蔓延以降の作業が停滞してこの度7年ぶりに改訂版を発信致します。また、併せて今年度経営管理部会メンバーを増強し新たに体制を整えました。
法制度見直しや賃金体系の変化、職員雇用制度の変革など、この数年で社会福祉法人のみならず福祉事業そのものの在り様にも大きな変化が見られています。
高齢社会、人口減少に伴う外国人労働の雇用制度の変更も行われています。
こうした社会状況の変化に伴う福祉事業の規程類見直しなど、法人規程の改正に応じて、本会の法人規程モデルがご活用頂ければ幸いと存じます。
（部会長：里見仁志）

経営管理部会　委　員
浅井　一志（清和会）　　　　　　　今井　康雅（かながわ黎明会）
大久保一雄（進和学園）　　　　　　岡部　一郎（浄泉会）
黄金井　渡（ほどがや）　　　　　　佐竹　泰三（綾瀬ホーム）
柴田　　琢（県央福祉会）　　　　　鈴野　浩司（恵和青年寮）
多田　葉子（偕恵シグナル）　　　　松本　雄二（清和会）
[bookmark: _Hlk213827648]三浦　公男（すぎな会）　　　　　　目黒　　裕（大和しらかし会）
山岸　直道（進和山城ホーム）　　　里見　仁志（鎌倉清和）

	モデル規程関係リンク集
発　行　日　　　　　令和７年１１月２０日
発　　　行　　　　　神奈川県民間知的障害施設協同会
会　　長　　目黒　　裕




















	
· [bookmark: _Hlk213835792]　モデル規程関係リンク集のデータは「社会福祉法人大和

しらかし会」のホームページ（URLはhttp://www.oak.or.jp/）

からダウンロードできます。
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